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はじめに 
 

 

 

 

我が国においては急激な少子化の進行に加えて、核家族の進展や地域との繋がりの希薄

化などにより、子どもや家庭を取り巻く環境は大きく変化し、課題が複雑化しております。 

 宜野湾市では、西海岸地区の急速な発展等に伴い、保育を必要とする児童が年々増加して

おり、令和元年１０月１日より幼児教育・保育の無償化が実施されるなど、更なる待機児童

解消に向けた対策や多様な保育ニーズへの対応が求められています。 

こうした現状や課題を踏まえつつ、平成２２年度から平成２６年度の期間、待機児童解消

等への取り組みを位置付けた「宜野湾市次世代育成支援行動計画(後期)」における本市の基

本理念である「子どもが、親が、地域で生きる喜びを実感できる街ぎのわん」を継承し、平

成２７年度から平成 31 年度(令和元年度)までの５年間を計画期間とした第１期の「宜野湾

市子ども・子育て支援事業計画」を策定し、子ども・子育て支援に取り組んできました。 

令和元年度に第 1 期計画が５年を迎えたことに伴い、第１期計画の評価及び市民へのニ

ーズ調査を実施し、その結果をもとに「第２期宜野湾市子ども・子育て支援事業計画」を策

定致しました。 

 本計画では、「教育・保育と子育て支援の質の向上と安定的な提供」、「切れ目のない子ど

もの健やかな育ちの支援」、「子育てしやすい社会環境の整備」の３つの基本目標を掲げてお

り、この目標を達成するため、本計画に位置付けた 5 つの重点取り組みを中心に、計画を推

進してまいります。 

本計画に基づき、ひとりひとりの子どもが健やかに成長することができるまちづくりを

していくとともに、市民の皆様や関係機関、行政等が協働しながら地域で支え合い、子ども

を安心して産み育てることのできる宜野湾市を目指してまいりたいと考えています。 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見を頂戴しました宜野湾市子ども・子育て会

議委員の皆様、ニーズ調査などでご協力いただきました市民の皆様や関係機関の皆様に衷

心からの感謝とお礼を申し上げます。 

 

令和２年３月 

宜野湾市長 松川 正則 
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第１章  計画の策定にあたって 

 

１．計画策定の趣旨 

（１）計画策定の背景と目的 

 

沖縄県を含め全国的に、世帯規模の縮小や女性の社会進出等が著しく進み、国民の生活価値観

が多様化する一方、隣近所づきあいの希薄化をはじめ地域活動の低下など、地域社会の共同体的

つながりが弱体化していくなど、子ども達が生まれ育つ家庭環境や地域社会の環境が変化してき

ています。さらに、出生率の低下による少子化がもたらす社会構造（人口構成）のアンバランス

な状況は、社会の安定的な発展を阻む要因として問題視されています。  

国においては、子ども達の健やかな成長を社会ぐるみで支援するため、「エンゼルプラン」等の

少子化対策を次々と打ち出しており、平成 15 年７月には、「次世代育成支援対策推進法」が成

立し、地方公共団体、事業主等による次世代育成支援行動計画の策定が義務付けられました。  

平成 19 年度には「新待機児童ゼロ作戦（～希望するすべての人々が安心して子どもを預けて

働くことができる社会を目指して～）」が示され、“働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワ

ーク･ライフ･バランス）”、“「新たな次世代育成支援の枠組み」の構築”を車の両輪として進めて

いくこととしています。  

こうした対策が一定の成果をあげる一方で、待機児童の解消、質の高い幼児期の学校教育・保

育の提供、地域の子育て支援の充実等の課題が改めて確認され、平成 22 年 1 月に子ども・子

育て支援の総合的な施策である「子ども・子育てビジョン」が策定されています。同ビジョンで

は、子どもが主人公（チルドレンファースト）であると位置付け、「少子化対策」から「子ども・

子育て支援」へ考え方を転換し、社会全体で子どもと子育てを応援する社会の実現を目指すとし

ています。同ビジョンに基づき、新たな子ども・子育て支援のための制度である「子ども・子育

て新システムの基本制度」についての検討がなされ、それを基本とした「子ども・子育て支援法」

等関連３法が平成 24 年８月に成立しました。これにより、地域の実情に応じた子ども・子育て

支援を総合的に推進することとなり、市町村においては、子育て等支援策を定めた子ども・子育

て支援事業計画の策定が義務付けられました。 

しかし、待機児童問題は全国的にも解消されていない状況にあることから、平成 29 年には「子

育て安心プラン」を公表し、女性の就業率 80％に対応できる受け皿を確保することとする対策が

示されたとともに、令和元年 10 月から「幼児教育・保育無償化」が実施されるなど、子ども・

子育ての支援は多様化してきました。 

本市においては、西海岸地区等、急速に市街化が進展する中で社会的保育を必要とする児童が

増加し、多様な保育ニーズに対応することが、今日大きな課題となっています。そうした中で、

平成 10 年度に「宜野湾市すこやかプラン（児童育成計画）」を策定し、また、平成 16 年度、 

21 年度には、次代を担う子どもとすべての子育て家庭の支援策として「宜野湾市次世代育成支

援行動計画」を策定し、待機児童の解消をはじめ多様な保育ニーズへの対応に向けた取り組みを

進めてきました。さらに、平成 11 年度には「宜野湾市待機児童解消計画」にも取り組み、待機

児童の早期解消等に力を注いできました。そうした中、「宜野湾市次世代育成支援行動計画（後期）」
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が平成 26 年度で期間満了となり、平成 27 年度からの『子ども・子育て支援新制度』の実施

に向けて本市における保育サービス等の現状や、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の

利用状況や利用希望を把握し、それらを踏まえた「量の見込み」の算定及び将来の「教育・保育

等の確保方策」を位置づけた新たな計画として「宜野湾市子ども・子育て支援事業計画」を平成

27 年 3 月に策定し、それに基づいて各種の子ども・子育て支援に取り組んできたところです。 

計画策定から 5 年を迎える中、第 1 期計画の検証を行うとともに、子育て世帯のニーズを再度

確認し、よりニーズに即した教育・保育サービスが提供できるよう、「第 2 期宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画」を策定するものです。 

 

参考                                           

 

◆子ども・子育て関連３法の主な内容 

新制度の創設に関する次の３つの法律を合わせて、「子ども・子育て関連３法」と呼ばれてい

ます。 

 

１．子ども・子育て支援法                   

２．認定こども園法の一部を改正する法律※            

※（正式名称）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正する法律  

３．関係法律の整備等に関する法律（児童福祉法等の改正）※  

※（正式名称）子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律  

 

 

◆子ども・子育て支援新制度が目指すもの 

子ども・子育て支援新制度は、すべての子どもに良質な育成環境を保障し、一人ひとりの子

どもが健やかに成長することができる社会の実現を目的に、子育てをめぐる現状と課題から、

以下の取り組みを進めることになっています。 

 
 

①質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供                   

質の高い幼児期の学校教育・保育、地域での子育て支援を総合的に提供する「認定こども園」

について、これまで複雑だった手続きの簡素化や、財政支援の充実・強化 などにより普及を進め

る。  

  

②保育の量的拡大、教育・保育の質的改善                       

質を確保しつつ、認定こども園や保育所に加え、少人数の子どもを保育する家庭的保育や小規

模保育などの地域型保育の充実により、計画的に待機児童の解消を図る。  

  

③地域の子ども・子育て支援の充実                          

地域のニーズに応じ、一時的預かりや放課後児童クラブ等の充実、利用者への分かりやすい情

報提供の仕組みづくりなど、子育てに対する多様な支援を実施する。 

「子ども・子育て関連 3 法」 
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２．計画の概要  

 

（１）計画の対象                        

すべての子どもと子育てにかかわる個人や団体が対象となりますが、妊産婦・乳幼児から学童

期までの子どもや子育て家庭等を主な対象とします。また、子ども・子育て支援法及び基本指針

が定めるところの、就学前の教育・保育事業と地域における子育て支援事業を対象とします。   

 

（２）計画の位置づけ                               

次世代育成支援対策推進法に基づく「宜野湾市次世代育成支援行動計画」の一部施策を継承す

るとともに、子ども・子育て支援法に基づく施策を位置づけた市町村計画です。更に、本市の最

上位計画である「第四次宜野湾市総合計画」をはじめ、「第三次宜野湾市地域福祉計画」、 その他、

保健・福祉分野の個別計画等との整合を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

○第四次宜野湾市総合計画 

  計画期間：2017 年度～2024 年度 

○第三次宜野湾市地域福祉計画 

計画期間：2016 年度～2020 年度 

＜他の関連する個別計画＞ 

・第三次宜野湾市ひとり親家庭自立促進計画 

・第四次宜野湾市障がい者基本計画 

・健康ぎのわん 21（第 2 次） 

 

宜野湾市次世代育成支援行動計画 

 前期 計画期間：平成 17 年度～平成 21 年度 

 後期 計画期間：平成 22 年度～平成 26 年度 

・宜野湾市子ども未来応援計画 

・宜野湾市教育振興基本計画 

・第 3 次宜野湾市男女共同参画計画 等 

第 2 期宜野湾市子ども・子育て支援事業計画 

「新・放課後子ども総合プラン」の事業計画を一部包含 

国 

県 

宜野

湾市 

子ども・子育て支援法 

黄金っ子応援プラン（沖縄県子ども・子育て支援事業支援計画） 

次世代育成支援対策推進法 

一部継承 

規定 

整合 

整合 

整合 
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（３）計画期間                                  

本計画においては、2020 年度から 2024 年度までの５か年間を計画期間とします。 

計画の推進にあたっては、適宜、進捗状況の点検・評価に取り組み、計画内容と現状とに乖離

が見られる場合等には、中間年度である 2022 年度中の見直しを検討します。  

 

2020 年度 

（Ｒ2 年度） 

2021 年度 

（Ｒ3 年度） 

2022 年度 

（Ｒ4 年度） 

2023 年度 

（Ｒ5 年度） 

2024 年度 

（Ｒ6 年度） 

2025 年度 

（Ｒ7 年度） 

      

 

  

  第 2 期計画（本計画） 

次期計画 見直し 適宜 中間見直し 
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第 2章   宜野湾市の子どもと子育て家庭の概況 

 

１．本市の子どもを取り巻く環境 

 

（１）基礎データの整理 

①人口推移 

宜野湾市の総人口をみると、平成 31 年は 97,082 人で平成 24 年（93,751 人）に比べ

3,331 人増加しています。 

年齢 3 区分の人口推移をみると、0 歳から 14 歳までの年少人口と、15 歳から 64 歳まで

の生産年齢人口においては減少傾向となっていますが、65 歳以上の高齢者人口では増加傾向

となっています。 

 

  

17,286 17,249 17,326 17,384 17,423 17,336 17,257 17,198

62,671 62,337 62,363 62,273 62,158 62,016 61,412 61,297

13,794 14,476 15,104 15,671 16,426 17,021 17,880 18,587

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

人口推移（宜野湾市）

年少人口 生産年齢人口 高齢者人口

（人）

資料：住民基本台帳

93,751 94,062 94,793 95,328 96,007 96,373 96,549 97,082
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②年少人口割合の推移 

市全体の年少人口（0～14 歳）の推移は、平成 24 年の 18.4％から減少傾向で推移し、平成

31 年には 17.7％と 0.7 ポイント減となっています。 

 

  

93,751 94,062 94,793 95,328 96,007 96,373 96,549 97,082

18.4% 18.3% 18.3% 18.2% 18.1%
18.0% 17.9%

17.7%

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

19.5%

20.0%

60,000

65,000

70,000

75,000

80,000

85,000

90,000

95,000

100,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

年少人口の割合の推移（宜野湾市）

総人口 年少人口(割合)

（人） （％）

資料：住民基本台帳
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③人口ピラミッド（年齢 5 歳階級） 

本市の人口ピラミッドをみると、男女ともに人口が最も多い年齢層は「45～49 歳」となっ

ています。 

ピラミッドの形状をみると、「つぼ型」と「つり鐘型」を合わせた形状となっています。「つぼ

型」の形状は、一般的に少子高齢化が進んだ状況といわれていますが、「つり鐘型」は、つぼ型

に比べ年少人口が比較的安定しており、大きな人口減少にはならないと言われる特徴がありま

す。 

本市においては高齢者人口の増加はみられるものの、30～40 代の子育て世代により出生数

がある程度維持されている状況にあることがうかがえます。 

 

 

  

0 1,000 2,000 3,000 4,000

01,0002,0003,0004,000

0～4歳

5～9歳

10～14歳

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65～69歳

70～74歳

75～79歳

80～84歳

85～89歳

90歳以上

人口ピラミッド （人）

（人） 資料：住民基本台帳

男 女
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④就学前児童の人口推移（小学校入学前の 0～5 歳人口） 

市全体における就学前児童人口の推移をみると、平成 27 年の 7,305 人をピークにそれ以降

は減少に転じ、平成 31 年には 6,961 人となっています。 

 

 

 

⑤小学校児童の人口推移（6～11 歳人口） 

市全体における小学校児童人口の推移をみると、平成 24 年から平成 27 年まで増減を繰り返

し、それ以降微増で推移し、平成 31 年は 6,988 人となっています。 

 

  

■就学前児童人口推移 単位：人

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
宜野湾市 7,210 7,206 7,274 7,305 7,290 7,151 7,027 6,961

0 1,254 1,208 1,234 1,194 1,195 1,216 1,175 1,103

1 1,283 1,231 1,222 1,283 1,227 1,204 1,199 1,195

2 1,234 1,267 1,216 1,180 1,234 1,206 1,176 1,178

3 1,149 1,216 1,249 1,206 1,169 1,196 1,172 1,160

4 1,164 1,136 1,204 1,254 1,211 1,141 1,175 1,170

5 1,126 1,148 1,149 1,188 1,254 1,188 1,130 1,155
資料：住民基本台帳

■小学校児童人口推移 単位：人

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31
宜野湾市 6,687 6,637 6,626 6,679 6,756 6,888 6,979 6,988

6 1,048 1,116 1,141 1,145 1,183 1,228 1,160 1,139

7 1,116 1,045 1,107 1,145 1,144 1,196 1,222 1,167

8 1,107 1,114 1,048 1,113 1,149 1,144 1,185 1,213

9 1,112 1,088 1,119 1,047 1,116 1,148 1,147 1,178

10 1,171 1,104 1,099 1,118 1,050 1,119 1,146 1,149

11 1,133 1,170 1,112 1,111 1,114 1,053 1,119 1,142
資料：住民基本台帳
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⑥出生率 

平成 25 年からの出生数の推移をみると、1,240～1,300 人の出生数で推移しています。 

平成 29 年の出生率（人口千人あたり）は 12.6‰となっており、平成 25 年に比べ 0.8 ポイ

ント減少しています。 

また、沖縄県の出生率と比べると、宜野湾市が常に上回っています。 

 

 

 

⑦合計特殊出生率 

一人の女性が出産可能とされる 15 歳から 49 歳までに産む子どもの数を表す、合計特殊出生

率の推移をみると、平成 20 年～平成 24 年の本市の値は 1.85 で、沖縄県とほぼ同程度となっ

ています。 
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（‰）（人） 出生数と出生率の推移

宜野湾市出生数 宜野湾市出生率 沖縄県出生率

資料：市民課

合計特殊出生率の推移

昭和58年～
昭和62年

昭和63年～
平成4年

平成5年～
平成9年

平成10年～
平成14年

平成15年～
平成19年

平成20年～
平成24年

宜野湾市 - - - 1.83 1.70 1.85

沖縄県 2.25 2.03 1.90 1.83 1.74 1.86

全国 - - - 1.36 1.31 1.38

資料：人口動態統計特殊報告
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⑧自然増減と社会増減 

自然増減（出生数から死亡者数を引いた値）の推移をみると、平成 25 年から出生数が死亡

者数を上回る自然増の状況が続いています。 

一方、社会増減（転入者数から転出者数を引いた値）の推移では、増減を繰り返し平成 29 年

は転出者数が転入者数を上回る社会減となっています。 

増減率をみると、社会増減率は低下の傾向がみられる一方で、自然増減率は 7.0‰前後を横

ばいで推移しています。 
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自然増減 社会増減 自然増減率 社会増減率

資料：市民課
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⑨世帯 

世帯数及び 1 世帯あたりの人員をみると、平成 27 年は 39,291 世帯、1 世帯あたり人員

2.42 人となっています。1 世帯あたりの人員は沖縄県平均の 2.50 人を下回り、全国平均の

2.33 人を上回っています。 

世帯数と 1 世帯あたりの人員の推移をみると、世帯数は平成 2 年の 24,439 世帯から一貫し

た増加傾向にあり、この 25 年で 14,852 世帯増加しています。一方、1 世帯あたりの人員は、

平成 2 年の 3.07 人から一貫した減少傾向で、3 人を下回っています。 

1 世帯あたりの人員の減少の要因としては、高齢化の進展による単身世帯や夫婦世帯の増加

が安定した出生数を上回る状況にあることが考えられます。 
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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

（人）（世帯）
一般世帯と１世帯当たりの人員の推移

一般世帯数 １世帯当たり人員（宜野湾市）

１世帯当たり人員（沖縄県） １世帯当たり人員（全国）
資料：国勢調査
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⑩母子・父子世帯の推移  

本市の母子・父子世帯をみると、平成 27 年の国勢調査では母子世帯が 994 世帯、父子世帯は

90 世帯となっています。本市の一般世帯が 39,291 世帯（家族類型「不詳」を含む）となって

おり、そのうち母子世帯は 2.5％、父子世帯は 0.2％を占めています。 

推移をみると、母子世帯は平成 22 年には減少しましたが、平成 27 年はふたたび増加してい

ます。また、父子世帯については年々減少傾向にあります。 

なお、国勢調査の数値は、他の世帯員が同居しているケースは含んでおらず、児童扶養手当の

受給者とは定義が異なることに留意する必要があります。 

 

 

⑪児童扶養手当受給者の推移 

平成 29 年度の児童扶養手当受給者は 1,622 人で、その内訳は母子世帯が約 9 割、父子世帯

が約 1 割となっています。 

平成 25 年度からの推移をみると、受給者数に占める母子世帯及び父子世帯の数はともに減少

傾向で推移していることから受給者数も減少で推移しており、平成 25 年度に比べ平成 29 年度

には 106 人減少しています。 
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平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

母子世帯 父子世帯

母子・父子世帯の推移

資料：国勢調査

(世帯数)

児童扶養手当支給状況
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

受給者数（人） 1,728 1,681 1,657 1,633 1,622
1,558 1,522 1,506 1,492 1,487
90.2% 90.5% 90.9% 91.4% 91.7%
170 159 151 141 135
9.8% 9.5% 9.1% 8.6% 8.3%

資料：平成３０年度版　宜野湾市福祉保健の概要

母子世帯
（養育者世帯含む）

父子世帯
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⑫世帯の様子 

平成 27 年国勢調査における一般世帯数は 39,291 世帯であり、そのうち 18 歳未満の親族が

いる一般世帯数は 10,962 世帯で 27.9％を占めています。 

平成 27 年の家庭類型をみると、一般世帯のうち 55.8％が核家族世帯であり、半数以上が夫婦

と子どもから成る世帯となっています。一般世帯に占める核家族世帯の割合については、平成 12

年の 61.3％に比べ 5.5 ポイント減少しています。 

 

 

⑬就労状況等 

平成 27 年国勢調査における本市の就業者総数は 37,853 人であり、労働力人口に占める割合

は 48.8％となっています。また、本市の女性の就業者数は 17,360 人で就業者総数の 45.9％

を占め、平成 12 年に比べ 4.4 ポイント増加しています。 

 

  

■世帯類型別　一般世帯及び18歳未満親族のいる世帯数の推移

一般世帯 一般世帯 一般世帯 一般世帯

総数 31,294 11,288 36.1% 34,705 11,220 32.3% 36,332 10,779 29.7% 39,291 10,962 27.9%

　A親族世帯 21,846 11,253 51.5% 22,891 11,172 48.8% 23,389 10,648 45.5% 24,309 10,718 44.1%

　　Ⅰ核家族世帯 19,184 9,859 51.4% 20,223 9,792 48.4% 20,812 9,349 44.9% 21,923 9,548 43.6%

　　Ⅱその他の親族世帯 2,662 1,394 52.4% 2,668 1,380 51.7% 2,577 1,299 50.4% 2,386 1,170 49.0%

　B非親族世帯 122 - - 297 - - 681 103 15.1% 923 164 17.8%

　C単独世帯 9,326 35 0.4% 11,517 48 0.4% 12,245 28 0.2% 13,951 80 0.6%

母子世帯 991 916 92.4% 1,115 1,060 95.1% 954 897 94.0% 994 932 93.8%

父子世帯 124 109 87.9% 113 102 90.3% 105 97 92.4% 90 80 88.9%

※「総数」には、上記項目にて分類不能な世帯も含む。 資料：国勢調査

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

18歳未満の親族の
いる一般世帯

18歳未満の親族の
いる一般世帯

18歳未満の親族の
いる一般世帯

18歳未満の親族の
いる一般世帯

■15歳以上　労働力人口の推移

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総数 68,187 72,424 74,292 77,540

100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

就業者総数 35,726 35,645 37,349 37,853

　総数に占める割合 52.4% 49.2% 50.3% 48.8%

男性就業者数 20,882 20,189 20,612 20,493

　男性就業率 58.5% 56.6% 55.2% 54.1%

女性就業者数 14,844 15,456 16,737 17,360

　女性就業率 41.5% 43.4% 44.8% 45.9%

完全失者総数 3,953 5,115 4,386 2,585

総数に占める割合 5.8% 7.1% 5.9% 3.3%

非労働力人口 26,410 27,334 25,738 24,674

　総数に占める割合 38.7% 37.7% 34.6% 31.8%

資料：国勢調査
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⑭配偶関係 

配偶関係をみると、全ての年齢層の総数で男性の「未婚率」が沖縄県及び全国平均よりも高く

なっており、女性では「未婚率」より「有配偶率」が若干高いものの、沖縄県及び全国平均より

も低くなっています。 

また、年齢区分毎の「有配偶率」は、「25～29 歳」「30～34 歳」の年代では男女ともに沖

縄県及び全国平均よりも高くなっています。 

 

 

  

配偶関係 単位：％

未
婚

有
配
偶

死
別

離
別

不
詳

未
婚

有
配
偶

死
別

離
別

不
詳

未
婚

有
配
偶

死
別

離
別

不
詳

宜野湾市 47.4 42.8 1.4 3.8 4.6 98.1 0.6 0.0 1.2 87.3 7.1 0.1 0.4 5.1

沖縄県 35.8 54.1 2.4 5.4 2.2 98.8 0.6 0.0 0.1 0.5 88.7 8.5 0.0 0.4 2.3

全国 30.9 59.1 3.1 4.0 2.9 98.6 0.3 0.0 0.0 1.1 90.5 4.5 0.0 0.2 4.8

宜野湾市 41.0 42.4 5.9 7.1 3.7 97.6 0.8 0.1 1.4 85.3 10.5 0.1 0.8 3.3

沖縄県 26.9 51.9 10.2 8.7 2.3 97.9 1.1 0.0 0.1 0.9 84.3 12.2 0.1 1.3 2.2

全国 22.7 55.2 13.9 6.1 2.0 98.6 0.5 0.0 0.0 0.9 88.0 7.7 0.0 0.6 3.6

未
婚

有
配
偶

死
別

離
別

不
詳

未
婚

有
配
偶

死
別

離
別

不
詳

未
婚

有
配
偶

死
別

離
別

不
詳

宜野湾市 64.2 30.3 1.1 4.4 41.0 54.5 0.0 2.1 2.4 32.2 60.5 0.2 4.2 3.0

沖縄県 66.2 29.9 0.0 1.4 2.5 43.1 51.6 0.1 3.1 2.1 33.8 59.4 0.1 4.5 2.2

全国 68.3 24.7 0.0 0.9 6.1 44.7 48.3 0.0 1.9 5.0 33.7 59.4 0.1 3.0 3.8

宜野湾市 56.3 38.3 0.1 2.6 2.7 33.4 59.5 0.1 4.8 2.2 24.2 66.7 0.3 6.8 2.0

沖縄県 56.8 37.3 0.1 3.4 2.4 33.6 58.4 0.1 6.0 1.9 23.6 66.0 0.3 8.3 1.8

全国 58.8 34.8 0.1 2.2 4.2 33.6 59.2 0.1 4.1 3.0 23.3 68.2 0.3 5.9 2.2

資料：平成27年　国勢調査

女
性

総数 15～19歳 20～24歳

男
性

女
性

25～29歳 30～34歳 35～39歳

男
性
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⑮年齢階級別労働力 

下記の年齢階級別の労働力率のグラフをみると、グラフの形状は女性ではある年齢層で若干

の落ち込みが見られる M 字型の形となっていますが、男性では概ね逆 U 字の形状となっていま

す。 

2015 年の女性においては、30～34 歳の期間において労働力率が一時落ち込んでいる状況

がみられます。この傾向は出産・育児による労働力の落ち込みと考えられます。 

男性においては、2010 年では 25～29 歳から 55～59 歳までの期間は 80％以上と安定

した労働力率となっている一方で、2015 年では 72～79％となっており、2010 年の労働力

率を下回っています。 

2010 年と 2015 年の 2 時点での違いをみると、女性は出産・育児により落ち込む年代以

降の 40 歳以上の年齢で労働力率が 2010 年に比べ 2015 年が高くなっている傾向が見られ

ます（45～49 歳を除く）。また、沖縄県の平均に比べ労働力率は低くなっています。 

なお、男性においては、2010 年に比べ 2015 年は労働力率が低くなっている傾向が見ら

れ、沖縄県の平均と比べても労働力率が低くなっています。 
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資料：国勢調査
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⑯産業構造 

男女別の産業構造をみると、男性の総数（全ての年代）における産業構造は、「建設業」及び

「卸売業，小売業」の占める割合が高くなっています。 

また、主に子育てを行っている世代の 20～40 代の状況においても、「建設業」及び「卸売

業，小売業」の割合が高くなっています。 

一方、女性の総数（全ての年代）における産業構造は、「医療，福祉」及び「卸売業，小売業」

の占める割合が高くなっています。 

また、主に子育てを行っている世代の 20～40 代の状況においても、「医療、福祉」及び「卸

売業、小売業」の割合が高くなっています。 

本市は、男女ともに沖縄県と同様の産業構造となっています。 

 

  

■男女別年齢別産業構造 単位：％

宜
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沖
縄
県

全
国

宜
野
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縄
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沖
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全
国

宜
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湾
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沖
縄
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全
国

0.9 5.5 3.7 0.5 1.8 1.4 0.4 2.4 1.7 0.5 2.8 1.5

14.1 14.2 11.0 9.6 10.7 8.0 12.6 12.7 10.1 15.3 14.4 11.7

4.7 5.4 20.0 3.9 4.9 21.7 4.5 5.6 22.1 5.7 5.8 22.8

13.8 11.8 13.0 16.7 15.3 14.5 13.8 12.3 13.1 14.1 11.8 12.9

5.4 5.9 3.7 9.0 8.9 6.0 5.4 6.2 3.4 3.9 5.5 2.9

7.1 7.0 5.1 7.6 8.3 6.5 9.2 9.0 6.3 6.8 7.5 4.5

宜
野
湾
市

沖
縄
県

全
国

宜
野
湾
市

沖
縄
県

全
国

宜
野
湾
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沖
縄
県

全
国

宜
野
湾
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沖
縄
県

全
国

0.3 2.4 3.2 0.0 0.5 0.6 0.2 0.9 1.0 0.2 1.3 1.2

2.6 2.4 2.7 1.3 1.1 1.5 2.7 2.3 2.6 3.2 2.8 3.0

3.9 4.3 11.4 1.9 2.6 10.1 2.9 3.3 11.7 4.2 4.6 12.6

17.8 16.5 18.2 18.1 17.2 18.7 16.3 14.5 17.3 17.4 16.2 18.2

8.9 10.1 7.8 9.9 10.8 8.4 6.5 7.8 6.2 6.9 8.4 6.7

21.3 22.4 20.6 21.8 22.6 22.4 22.8 24.2 23.2 21.7 23.4 21.5

資料：平成27年　国勢調査
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⑰従業上の地位 

従業上の地位をみると、本市の男性では、「正規の職員・従業員」が最も多く 57.3％、次いで

「パート・アルバイト・その他」が 15.3％、「雇人のいない業主」が 7.2％となっており、他の

従業上の地位は 5％以下となっています。 

また、沖縄県平均及び全国平均と比較すると、「正規の職員・従業員」の割合は、沖縄県平均

に比べ高いものの、全国平均に比べ低い状況となっています。 

一方、女性の従業上の地位をみると、「パート・アルバイト・その他」が最も多く 41.6％、次

いで「正規の職員・従業員」の 38.9％となっており、他の従業上の地位は 4％以下となってい

ます。 

また、沖縄県平均及び全国平均と比較すると、同程度の割合となっています。 
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⑱婚姻・離婚の動向 

婚姻率をみると、平成30年は6.3‰で608件となっています。平成21年からの推移をみると、

増減を繰り返しながら横ばいで推移しており、いずれの年も6～８‰程度となっています。沖縄県

や全国と比較すると、すべての年において高い値を示しています。 

離婚率をみると、平成30年は2.75‰で264件となっています。平成21年からの推移をみると、

増減を繰り返しながら横ばいで推移しており、いずれの年も2～3‰程度となっています。沖縄県

や全国と比較すると、いずれの年においても高い値となっており、婚姻率が高い一方で離婚率も

高くなっています。 

 

 
 

 

 
 

千分率（‰）は、全体の 1,000 分の 1 を単位として表した比率。 

婚姻率は通常、千分率で表されます。 

1‰＝1/1,000＝0.1％  

■婚姻率の推移
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

婚姻率 7.5 7.7 7.2 8.1 7.3 6.9 7.3 7.2 6.7 6.3

婚姻件数 689 711 658 747 683 650 692 692 652 608

沖縄県 婚姻率 6.5 6.4 6.0 6.3 6.3 6.0 6.1 5.9 5.7 5.5

全国 婚姻率 5.6 5.5 5.2 5.3 5.3 5.1 5.1 5.0 4.9 4.7
資料：沖縄県人口動態統計

宜野湾市
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（‰）

資料：沖縄県人口動態統計

■離婚率の推移
H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

離婚率 2.78 2.67 2.63 2.88 2.96 2.61 3.03 2.71 2.67 2.75

離婚件数 254 246 242 267 276 248 288 260 259 264

沖縄県 離婚率 2.60 2.58 2.56 2.59 2.59 2.53 2.53 2.59 2.44 2.53

全国 離婚率 2.01 1.99 1.87 1.87 1.84 1.77 1.81 1.73 1.70 1.68
資料：沖縄県人口動態統計

宜野湾市
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資料：沖縄県人口動態統計
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⑲障害者手帳交付状況 

障害者手帳の交付状況をみると、この５か年間で増加傾向にあり、平成 25 年度に比べて平成

29 年度は身体で 240 人増、知的は 127 人増、精神は 429 人増となっています。全体に占め

る 18 歳未満の手帳交付状況をみると、身体は３％程度、知的は 30％～40％程度、精神は 1％

程度となっており、ほぼ横ばいで推移しています。 

 

 

 

  

■障害者手帳交付状況
平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

18歳未満 100 99 103 104 104
（全体に占める割合） 3.0% 2.9% 3.0% 3.0% 2.9%

18歳以上 3,209 3,295 3,297 3,336 3,445
合計 3,309 3,394 3,400 3,440 3,549
18歳未満 292 196 222 254 273

（全体に占める割合） 40.9% 30.2% 30.2% 30.8% 32.5%
18歳以上 422 452 514 571 568
合計 714 648 736 825 841
18歳未満 9 15 12 15 29

（全体に占める割合） 0.9% 1.3% 1.0% 1.1% 2.1%
18歳以上 948 1,122 1,215 1,306 1,357
合計 957 1,137 1,227 1,321 1,386

身体…身体障害者手帳交付者 資料：平成30年度版　宜野湾市福祉保健の概要

知的…療育手帳交付者

精神…精神障害者保健福祉手帳交付者
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⑳道路網 

市域の中央部と北部は米軍基地となっており、その周囲を取り囲むように国道 58 号や国道

330 号、北側は県道宜野湾北中城線（81 号）、県道 34 号等の道路網が形成されています。 
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（２）幼児期の教育・保育施設等の施設数及び立地状況 

①保育所（保育園） 

平成 31 年４月現在、認可保育所は、分園５箇所を含め全箇所（公立２箇所、私立 52 箇所）

で、定員数は 3,991 人となっています。 

また、平成 31 年４月現在、認可外保育所は 29 箇所あり、入所児童数は 739 人となっていま

す。 

 

▼普天間中学校区 ▼嘉数中学校区

法人：1箇所 法人：3箇所　地域型：1箇所

認定こども園：２箇所　認可外：３箇所 認定こども園：2箇所　企業主導型：2箇所

№ 施設名 所在地 № 施設名 所在地

法人 1 ここわ保育園 野嵩2-22-12 9 ピノキオ保育所 嘉数1-4-50
1 ゆうわ認定こども園 野嵩4-22-1 10 可愛保育園 我如古4-16-31

11 きらら保育園 真栄原1-7-14

地域型 11 ねたて保育園 嘉数3-4-13 1F
1 緑ヶ丘保育園 野嵩2-23-1 6 さつき認定こども園 真栄原3-24-13
2 若竹保育園 野嵩3-22-1 7 第２さつき認定こども園 真栄原3-37-25
3 みらい保育園 野嵩1-20-1 4 さつき企業内保育園 真栄原3-37-25 3階

5 シシィ保育園 我如古1-3-2 101
法人：1箇所　地域型：1箇所

認定こども園：1箇所　認可外：5箇所 公立：1箇所　法人：4箇所　地域型：2箇所

№ 施設名 所在地 認可外：3箇所　企業主導型：1箇所

法人 2 きゆな保育園 喜友名1-13-9 № 施設名 所在地

地域型 1 ほいくえんそーれ！ 新城2-43-1 公立 2 宜野湾保育所 宜野湾3-13-10

認定こども園 3 しののめこども園 新城2-43-1 12 ぎのわんおひさま保育園 佐真下59番1

4 ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙｷｯｽﾞｽｸｰﾙ 普天間 2-50-2 13 しいの実保育園 我如古2-26-2

5 ひかり保育園 新城1-14-2 1F 14 しいの実保育園(分園) 我如古2-20-5

6 A.kids.club保育・学童所 新城2-7-10 1F 15 ポケット保育園 我如古3-18-17

7 あかちゃんハウス 新城2-12-6 12 ちゅらさん保育園 字佐真下57

8 いすの木保育園 新城2-9-11 13 クッピー乳児園 我如古1-55-13 2F

15 ホサナメロディほいくえん 我如古1-47-2

16 Great.Pre School 我如古1-54-6

17 沖縄病院あゆみ保育園 我如古3-10-22

企業主導型 6 もりのなかま保育園佐真下園 佐真下57-5

法人：2箇所　地域型：1箇所

公立：1箇所　法人：2箇所　地域型：3箇所 認定こども園：1箇所　認可外：1箇所

認定こども園：1箇所　認可外：2箇所 № 施設名 所在地
№ 施設名 所在地 16 ぴっころ保育園 大謝名4-24-7

公立 1 うなばら保育所 大山3-30-1 17 こがねの森保育園 大謝名3-10-1

3 そらみライオンの子保育園 大山3-18-49 地域型 14 ちきーと保育園 大謝名5-21-24-201

4 あっぷる保育園 大山5-13-10 認定こども園 8 第２さつき認定こども園(分園) 大謝名2-27-15

認可外 18 サムエル学園 嘉数4-22-5

3 リトルマーシー 伊佐2-1-6-202

4 ライオンの子保育園プンバァ 大山3-29-11-101

認定こども園 4 認定こども園はごろも保育園 大山2-11-12

9 ハッピー保育園 伊佐3-18-19

10 ムーミン保育園 伊佐3-14-12
法人：3箇所　地域型：1箇所

法人：1箇所　地域型：5箇所 認可外：1箇所　企業主導型：1箇所

認定こども園：1箇所　認可外：3箇所　企業主導型：3箇所 № 施設名 所在地

№ 施設名 所在地 18 志真志まごころ保育園 志真志1-3-10

法人 5 ラポール育成保育園 宇地泊855 19 秋津保育園 長田3-32-5

5 ヤクルトわくわく大山保育園 大山7-13-2 20 どんぐりの里保育園 長田3-27-9

6 うさぎ保育園 真志喜592-2 地域型 15 らいむ保育園 志真志1-4-1

7 ちきーと保育園真志喜園 真志喜2-11-15 認可外 19 恵泉幼児の家 志真志2-16-15

8 ぱいかじ保育園 真志喜2-5-22 企業主導型 7 ママサポート 長田1-27-26 １F

9 そらうみ保育園 宇地泊757-1

認定こども園 5 認定こども園森川保育園 真志喜610-3 法人：8箇所　地域型：1箇所

11 わんぱくしーさー保育園 真志喜2-4-3 2Ｆ 認可外：3箇所

12 Little Star Montessori School 真志喜2-13-20 № 施設名 所在地

13 はぐくみ保育園 真志喜3-13-5 2Ｆ 21 愛善保育園 愛知2-16-49

1 ぱすてるほいくえん真志喜園 真志喜2-13-10 1Ｆ 22 あいのもり保育園 愛知1-10-40

2 もりのなかま保育園真志喜園 真志喜3-15-24 1Ｆ 23 あいのもり保育園(分園) 愛知1-10-35

3 キラキラすまいる保育園 真志喜3-16-10 102 24 仲原保育園 赤道1-16-11

25 仲原保育園(分園) 上原1-25-15
法人：3箇所　認可外：1箇所　地域型：1箇所 26 仲原保育園(第２分園) 上原1-9-1 2F

№ 施設名 所在地 27 ちゃいるどはうすエンジェル 上原2-14-11

6 マーシー保育園 字宇地泊661 28 赤道あおぞら保育園 赤道2-9-11

7 まなぶ保育園 宇地泊14街区 地域型 16 つみき保育園 愛知2-7-6

8 花の子保育園 大謝名1-18-21

認可外 14 アイリー保育園 大謝名5-6-7

地域型 10 もりのなかま保育園宇地泊園 宇地泊615 21 わらびの森幼児学園 上原1-10-5

22 上原保育園 上原2-7-8

企業主導型

法人

地域型

志真志小学校区

法人

認可外

長田小学校区

法人

大謝名小学校区

認可外

公立：１箇所　法人：9箇所　地域型：4箇所
認定こども園：3　認可外：4箇所　企業主導型：3箇所

法人

認定こども園

嘉数小学校区

法人

宜野湾小学校区

クローバーモンテッソーリ
インターナショナル

愛知1-5-45
第2マルセイマンション1F
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公立：０箇所　法人：11箇所　地域型：2箇所　

認定こども園：0箇所　認可外：４箇所　企業主導型：1箇所

公立：０箇所　法人：2箇所　地域型：１箇所
認定こども園：3箇所　認可外：8箇所　企業主導型：0箇所　

普天間小学校区

普天間
第二小学校区

認定こども園：2箇所　認可外：6箇所　企業主導型：3箇所

野嵩2-27-2
認定こども園はごろも保育園
(分園)

2
認定こども園

公立：1箇所　法人：6箇所　地域型：9箇所　

認可外

認可外

▼真志喜中学校区

大山小学校区

はごろも小学校区

大謝名小学校区

法人

認可外

企業主導型

法人

認可外

地域型

地域型

キュート・チャイルド・ケア
宜野湾保育園

2 伊佐2-10-5

▼宜野湾中学校区
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≪保育所入所の状況≫ 

令和元年 5 月 1 日現在、認可保育所定員数 4,081 人に対して、入所児童数は 3,854 人とな

っています。本市においては、施設整備による入所定員増のほか、地域型保育事業所の創設、認

定こども園への移行、既存保育園の入所定員枠の弾力化により、多くの児童を受け入れるなどの

対応を行っています。 

公立・私立認可保育所定員一覧 

区分 保育所名 定員 入所児童数 

公立 
うなばら保育所 120 107 

宜野湾保育所 140 97 

法人 

ここわ保育園 80 85 

きゆな保育園 60 47 

マーシー保育園 100 112 

ラポール育成保育園 80 84 

まなぶ保育園 120 134 

花の子保育園 80 86 

こがねの森保育園 100 99 

ピノキオ保育所 90 95 

可愛保育園 150 145 

きらら保育園 110 106 

しいの実保育園 120 123 

しいの実保育園（分園） 45 48 

ポケット保育園 90 84 

志真志まごころ保育園 80 78 

どんぐりの里保育園 90 94 

秋津保育園 100 98 

愛善保育園 120 126 

あいのもり保育園 70 81 

あいのもり保育園（分園） 25 25 

仲原保育園 90 95 

仲原保育園（分園） 55 68 

仲原保育園（第２分園） 50 53 

赤道あおぞら保育園 70 75 

そらみライオンの子保育園 100 94 

ちゃいるどはうすエンジェル 80 67 

ぎのわんおひさま保育園 90 100 

あっぷる保育園 71 65 

ぴっころ保育園 60 58 
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認定こども園の一覧 

区分 保育所名 定員 入所児童数 

こども園 

しののめこども園 150 144 

さつき認定こども園 240 197 

認定こども園森川保育園 130 131 

第２さつき認定こども園 238 148 

第２さつき認定こども園(分園) 63 56 

ゆうわ認定こども園 150 139 

認定こども園はごろも保育園 143 132 

認定こども園はごろも保育園(分園) 33 27 

 

地域型保育事業の一覧表 

区分 保育所名 定員 入所児童数 

小規模 

ちきーと保育園 19 16 

ちゅらさん保育園 19 19 

つみき保育園 19 12 

ライオンの子保育園プンバァ 15 15 

キュート・チャイルド・ケア 

宜野湾保育園 
17 17 

ちきーと保育園真志喜園 19 15 

もりのなかま保育園 

宇地泊園 
19 15 

らいむ保育園 19 19 

ねたて保育園 19 19 

リトルマーシー 19 16 

うさぎ保育園 19 18 

そらうみ保育園 19 17 

クッピー乳児園 19 19 

ぱいかじ保育園 19 13 

事業所内 

ほいくえん そーれ！ 19(16) 16 

ヤクルトわくわく 

大山保育園 
19(5) 5 
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≪国定義による待機児童数の推移について≫ 

近年は、毎年保育所・地域型保育事業所の新規創設や、認定こども園への移行、定員変更によ

る定員増など、待機児童解消に向けた取り組みを行っており、平成２８年度以降、待機児童は減

少傾向となっております。また、年齢別にみると、各年度４月１日時点において１・２歳児の待

機が比較的多いという状況です。 
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0歳児

1歳児

2歳児

3歳児

4.5歳児

（人） 各年4月1日現在

■待機児童数の推移
年齢 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

0歳児 10 36 11 28 4

1歳児 115 180 101 63 72

2歳児 57 79 39 30 18

3歳児 24 32 20 17 2

4.5歳児 5 23 1 2 3

合計 211 350 172 140 99

入所要件に該当するにも関わらず、保育所に入所していない児童のこと。 

ただし、入所可能な保育所があり案内されても特定の保育所を希望する場合

は待機児童から除く等、国の定めた定義に基づき算出する。 

国定義の待機児童数とは・・・？ 
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②幼稚園 

 平成 26 年４月１日に真志喜中学校区に１箇所、はごろも小学校が開校し、市立幼稚園は９園

となっています。園児数は令和元年５月１日現在で 532 人となっています。 

 また、私立幼稚園は市内に３園あり、令和元年５月１日現在、園児数は 388 人となっていま

す。 

 

  

市立幼稚園 
 № 施設名 所在地 

普天間中学校区 
普天間小学校区 1 普天間幼稚園 普天間 1-10-1 

普天間第二小学校区 2 普天間第二幼稚園 新城 2-8-19 

真志喜中学校区 

大山小学校区 3 大山幼稚園 大山 5-16-1 

はごろも小学校区 4 はごろも幼稚園 大山 6-23-1 

大謝名小学校区 5 大謝名幼稚園 大謝名 5-12-1 

嘉数中学校区 
嘉数小学校区 6 嘉数幼稚園 真栄原 1-13-1 

志真志小学校区 7 志真志幼稚園 宜野湾 3-5-1 

宜野湾中学校区 
長田小学校区 8 長田幼稚園 長田 3-19-1 

宜野湾小学校区 9 宜野湾幼稚園 神山 1-1-1 

 

私立幼稚園 
 № 施設名 所在地 

普天間中学校区 普天間第二小学校区 1 シオン幼稚園 喜友名 1-12-20 

嘉数中学校区 大謝名小学校区 2 慈愛幼稚園 宇地泊 229 

嘉数中学校区 嘉数小学校区 3 真栄原カトリック幼稚園 真栄原 3-16-1 
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③小学校 

本市の公立小学校は、9 校あり、児童数は 6,530 人となっています。 

 

 

  

公立小学校の児童数 単位：人

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 特別支援 合計

85 114 96 108 102 101 39 606

100 103 108 110 109 106 37 636

96 99 118 111 107 102 52 633

103 98 99 73 110 81 39 564

133 158 152 153 134 129 60 859

141 137 137 124 122 131 53 792

129 146 139 139 134 144 48 831

107 107 130 119 110 115 37 688
165 137 159 160 155 145 54 921

1,059 1,099 1,138 1,097 1,083 1,054 419 6,530

児童・生徒数には特別支援学級児童生徒を含む 資料：教育委員会（令和元年5月1日現在）

普天間小学校

普天間第二小学校

大山小学校

学校名

大謝名小学校

嘉数小学校

志真志小学校

宜野湾小学校

長田小学校

はごろも小学校

合計
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④その他の子育て支援施設 

 子育て支援センター（広場）は、市内に８箇所（公立１箇所・私立７箇所）の保育所に設置され

ています。子育てサロンは宜野湾市社会福祉協議会が運営する事業で、市内４箇所の公民館で実

施しています。両事業とも、子育て中の親と子が集い、情報交換の場として利用されています。 

 ファミリー・サポート・センター事業は、市役所内に設置されており、会員登録を行って相互

援助活動を実施しています。 

 

 

  

子育て支援センター・子育て広場（地域子育て支援拠点事業） 

  

№ 名称 実施場所 所在地 

1 いるかくらぶ マーシー保育園 字宇地泊 661 

2 子育て支援センターそよかぜひろば しののめこども園 新城 2-43-1 

3 子育て広場あっぷるランド 秋津保育園 長田 3-32-5 

4 ゆいゆい さつき認定こども園 真栄原 3-24-13 

5 子育て支援ひろばパピヨンくらぶ 仲原保育園第２分園 上原 1-9-1 2F 

6 子育て支援センターなんくる 認定こども園森川保育園内 字真志喜 610-3 

7 子育て支援ひろばＨＡＰＰＹ 宜野湾保育所 宜野湾 3-13-10 

8 子育て支援センターほっと しいの実保育園 我如古 2-26-2 

子育てサロン 

  

№ 名称 実施場所 所在地 

1 せせらぎ 伊佐区公民館 伊佐 4-1-11 

2 アンパンマン 真栄原区公民館 真栄原 3-5-13 

3 たんぽぽ 長田区公民館 長田 4-4-11 

4 まつぼっくりひろば 愛知区公民館 愛知 62-3 

ファミリー・サポート・センター 

  
№ 名称 実施場所 所在地 

1 
宜野湾市ファミリー・サポート・セ
ンター 宜野湾市役所 野嵩 1-1-1 1F 

児童センター 

  

№ 施設名 所在地 

1 新城児童センター 新城 2-4-11 

2 大山児童センター 大山 4-14-3 

3 大謝名児童センター 大謝名 5-25-13 

4 
赤道児童センター 
（市内の自治会公民館に出向く移動児童館 
「ミニじどうかんじゃんけんぽん」も実施。） 

赤道 1-5-16 

5 我如古児童センター 我如古 2-5-1 

6 長田児童館 長田 3-28-1 2F 

保健相談センター 

  
№ 施設名 所在地 

1 宜野湾市保健相談センター 真栄原 1-13-15 
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（3）主な子育て支援サービスの実施状況 

①延長保育事業 

 保護者の就労時間・勤務時間等やむを得ない事情のため、通常の保育時間を超えて保育を必要

とする乳幼児について、保育時間を延長する事業です。現在、全保育所で実施しています。 

 

＜実施状況＞ 

 

  

運営 施設名 所在地 通常保育時間 
延長時間 

（平日） 

延長時間 

（土曜） 

公立 
うなばら保育所 大山 3-30-1 7:30 ～ 18:30 18:30 ～ 19:30 13:00 ～ 14:00 

宜野湾保育所 宜野湾 3-13-10 7:30 ～ 18:30 18:30 ～ 19:30 13:00 ～ 14:00 

法人 

ここわ保育園 野嵩 2-22-12 7:30 ～ 18:30 18:30 ～ 19:30 延長保育なし 

きゆな保育園 喜友名 1-13-9 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

マーシー保育園 字宇地泊 661 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ラポール育成保育園 字宇地泊 855 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

まなぶ保育園 宇地泊 14 街区 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

花の子保育園 大謝名 1-18-21 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

こがねの森保育園 大謝名 3-10-1 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ピノキオ保育所 嘉数 1-4-50 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

可愛保育園 我如古 4-16-31 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

きらら保育園 真栄原 1-7-14 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

しいの実保育園 我如古 2-26-2 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 18:00 ～ 19:00 

しいの実保育園(分園) 我如古 2-20-5 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 18:00 ～ 19:00 

ポケット保育園 我如古 3-18-17 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

志真志まごころ保育園 志真志 1-3-10 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

どんぐりの里保育園 長田 3-27-9 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 18:00 ～ 19:00 

秋津保育園 長田 3-32-5 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

愛善保育園 愛知 2-16-49 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

あいのもり保育園 愛知 1-10-40 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

あいのもり保育園(分園） 愛知 1-10-35 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

仲原保育園 赤道 1-16-11 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 22:00 18:00 ～ 22:00 

仲原保育園 (分園) 上原 1-25-15 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 22:00 18:00 ～ 22:00 

仲原保育園(第 2 分園) 上原 1-9-1 2F 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 22:00 18:00 ～ 22:00 

赤道あおぞら保育園 赤道 2-9-11 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

そらみライオンの子保育園 大山 3-18-49 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 18:00 ～ 19:00 

ちゃいるどはうすエンジェル 上原 2-14-11 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ぎのわんおひさま保育園 佐真下 59-1 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

あっぷる保育園 大山 5-13-10 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ぴっころ保育園 大謝名 4-24-7 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

http://www.ans.co.jp/n/kawai/
http://kirarahoikuen.jp/
http://www2.ocn.ne.jp/~ainomori/
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つづき 

 

 

＜利用状況＞ 

 平成 29 年度 平成 30年度 

延長保育事業の 

年間延べ利用児童数 
1,733 人日 2,324 人日 

 

  

運営 施設名 所在地 通常保育時間 
延長時間 

（平日） 

延長時間 

（土曜） 

認
定
こ
ど
も
園 

しののめこども園 新城 2-43-1 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

さつき認定こども園 真栄原 3-24-13 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

認定こども園森川保育園 字真志喜 610-3 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

第 2 さつき認定こども園  真栄原 3-37-25 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

第 2 さつき認定こども園 

(分園) 
大謝名 2-27-15 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ゆうわ認定こども園 野嵩 4-22-1 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

認定こども園はごろも 

保育園 
大山 2-11-12 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

認定こども園はごろも 

保育園(分園) 
野嵩 2-27-2 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

地
域
型 

ちきーと保育園 
大謝名 5-21-24 

201 
7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ちゅらさん保育園 佐真下 57 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

つみき保育園 愛知 2-7-6 7:30 ～ 18:30 18:30 ～ 19:30 延長保育なし 

ライオンの子保育園 

プンバァ 

大山 3-29-11 

-101 
7:30 ～ 18:30 18:30 ～ 19:30 延長保育なし 

キュート・チャイルド・ケア 

宜野湾保育所 
伊佐 2-10-5 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ちきーと保育園真志喜園 真志喜 2-11-15 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

もりのなかま保育園 

宇地泊園 
字宇地泊 615 7:30 ～ 18:30 18:30 ～ 19:30 延長保育なし 

らいむ保育園 志真志 1-4-1 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ねたて保育園 嘉数 3-4-13 1F 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

リトルマーシー 伊佐 2-1-6-202 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

うさぎ保育園 真志喜 592-2 7:15 ～ 18:15 18:15 ～ 19:15 延長保育なし 

そらうみ保育園 字宇地泊 757-1 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

クッピー乳児園 
我如古 1-55-13 

2F 
7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ぱいかじ保育園 真志喜 2-5-22 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ほいくえんそーれ！ 新城 2-43-1 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 

ヤクルトわくわく 

大山保育園 
大山 7-13-2 7:00 ～ 18:00 18:00 ～ 19:00 延長保育なし 
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②一時預かり事業 

 保育所を定期的に利用していない家庭において、一時的に家庭での保育が困難となった場合や、

育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減する必要がある場合等に、保育所等において、

子どもを一時的に預かる事業です。現在２箇所で実施しています。 

 

＜実施状況＞ 

施設名 所在地 対象年齢 利用料 利用可能時間 

ゆうわ認定こども園 野嵩 4-22-1 
６か月～ 

(定員：全体で 10人) 

０～２歳：1,800 円 

３歳～ ：1,500 円 

8：30～ 

17：30 

あいのもり保育園 愛知 1-10-40 
６か月～ 

(定員：全体で 6名) 

０～２歳：1,800 円 

３歳～ ：1,500 円 

9：00～ 

17：00 

 

＜利用状況＞ 

 平成 29 年度 平成 30年度 

一時預かり事業の 

年間延べ利用人日 
3,381 人日 1,608 人日 
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③地域子育て支援拠点事業 

地域子育て支援拠点事業は、保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相

談等を実施し、育児不安等を解消するための事業です。就学前の子どもとその保護者を対象に、

遊びを通しての交流促進や子育てに関する相談・援助、地域の子育て関連情報の提供を行い、仲

間作りができる場所を市内８箇所で提供しています。 

 

＜実施状況＞ 

施設名 所在地 曜日 開設時間 利用料 

子育て支援ひろば HAPPY 
宜野湾保育所内 

宜野湾市 3-13-10 
月～金 

10：00～12：00 

13：00～16：00 

無料 

子育て支援センター 

そよかぜひろば 

しののめこども園 

新城 2-43-１ 
月～水.金.土 

9：00～14：00 

土曜日は園庭開放のみ 

木 相談日(要予約) 

子育て支援センター 

なんくる 

認定こども園森川

保育園内 

真志喜 610-3 

月～金 10：00～16：00 

いるかくらぶ 

マーシー保育園内 

宇地泊 661 月～金 

9：00～11：30 

13：30～16：00 

金 8：30～13：30 

ゆいゆい 

さつき認定こども

園内 

真栄原 3-24-13 

月～土 

9：00～12：00 

13：00～15：00 

土 9：00～12：00 

子育て支援センター 

ほっと 

しいの実保育園内 

我如古 2-26-２ 
月～金 

9：30～13：00/14：00～

16：00 

(木曜日午後は園庭開

放のみ) 

土 
9：30～16：00 

(園庭開放のみ) 

子育て広場あっぷるランド 

(令和元年度休園中) 

秋津保育園内 

長田 3-32-５ 
月～金 

9：00～12：00 

14：00～16：00 

子育て支援ひろば 

パピヨンくらぶ 

仲原保育園 

第 2 分園内 

上原１-9-1 2F 

月～金 

9：30～12：00 

14：00～16：30 

  

 

＜利用状況＞ 

 平成 29年度 平成 30年度 

地域子育て支援拠点施設の年間延べ利用者数 31,490 人日 32,705 人日 
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④子育て相談嘱託員の配置 

 平成 25 年度より、こども企画課に子育て相談嘱託員（１名）を配置し、保護者の相談内容等

に応じて、保育資源や保育サービスの情報提供等を行っています。認可保育所の待機児童となっ

ている保護者については、状況や要望等をうかがうとともに、認可外保育施設や保育サービス等

の情報提供及びマッチングを行っています。更に、認可外保育施設や子育て支援施設等へ訪問し、

情報交換を行い、各担当者と連携を図っています。 

 

相談内容 平成 30年度 

認可・認可外保育園入所について 169件 

基本的習慣について（食事・睡眠など） 0 件 

発育・発達について 1 件 

生活面について（健康・しつけなど） 0 件 

その他 6 件 

合計 176件 
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⑤ファミリー・サポート・センター事業 

ファミリー・サポート・センター事業は、乳幼児や小学生等の児童を有する子育て家庭を対象

に、育児の支援をお願いしたい方（おねがい会員）と、育児の援助を行いたい方（まかせて会員）

との「相互援助活動」に関する連絡・調整を行う事業です。具体的な援助活動としては、保育施

設までの送迎や放課後における子どもの預かり、冠婚葬祭・買い物等の私用の際の一時預かりな

どがあります。 

 

＜実施状況＞ 

ファミリー・サポート・ 

センター事業の仕組み 

 

利用可能な日時・利用料 

（１時間あたり／円） 

◎月～土曜日 ７時～19時・・・・・・・・・・・・・・600円 

上記の時間外・日曜・祝日（年末年始）・・・・・・・・700円 

◎病児・病後児（月～土曜日 ７時～19時）・・・・・・・700円 

上記の時間外・日曜・祝日（年末年始）・・・・・・・・800円 

◎宿泊（22時～翌７時）・・・・・・・・・・・・・2,000 円/１泊 

病児・病後児宿泊（22 時～翌７時）・・・・・・・3,000 円/１泊 

 

＜利用状況＞ 

 平成 29年度 平成 30年度 

ファミリー・サポート・センター事業の 

年間活動件数 
4,061件 4,200件 

  

活動終了 

報酬の受け渡し 

事前打ち合わせ 

活動開始 
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⑥病児・病後児保育事業 

 疾病中の児童（概ね 10 歳未満）について、保護者が就労等により家庭で保育することに支障

がある場合に病院等において保育を行う事業です。現在、市内の病院 1 箇所で実施しています。 

 

＜実施状況＞ 

実施場所 医療法人球陽会 海邦病院（宜野湾市真志喜 2-23-5） 

対象年齢 ４カ月～小学生(低学年) 

利用時間 9：00～18：00（初回利用時） 

8：30～18：00（２回目以降） 

※月～金の平日のみ。土日祝は利用不可。 

利用料金 宜野湾市内在住・・・2,500 円（診察費・治療費は別途） 

宜野湾市外在住・・・3,500 円（診察費・治療費は別途） 

利用方法 海邦病院へお電話のうえかかりつけの小児科医にて診察を受け必要書類を

提出。 

 

＜利用状況＞ 

 平成 29年度 平成 30年度 

病児・病後児保育事業の年間延べ利用者数 779人日 169人日 
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⑦放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

 放課後児童クラブは令和元年５月１日現在、43 箇所（公設 4 箇所、民設 39 箇所）が運営さ

れており、各施設ごとに受け入れ人数は異なりますが、１施設あたり 10～70 人程度の児童を受

け入れています。 

 主に小学校低学年の児童に対して、放課後に適切な遊びや生活の場を与え、健全育成を図って

います。 

＜実施状況＞ 

  

№ 施設名 所在地
1 みらい学童クラブ 野嵩1-20-1
2 学童クラブ きらきら 野嵩3-7-21
3 愛星ネットワーク学童クラブ 普天間1-9-15
4 ふてんま青空学童クラブ 普天間1-10-8

№ 施設名 所在地
公立 1 新城児童センター放課後児童クラブ 新城2-4-11

5 あらぐすく青空学童クラブ 新城1-4-15
6 第2青空学童クラブ 新城2-6-8-2

№ 施設名 所在地
公立 2 大山児童センター放課後児童クラブ 大山4-14-3

7 ハッピー学童クラブ 伊佐3-18-19
8 むーS”こどもクラブ 大山6-39-3
9 むーS”こどもクラブ② 大山6-28-5フレンドリー真志喜202
10 わんぱくしーさー学童クラブ 大山6-47-7　1F
11 あっぷる学童クラブ 大山6-213

№ 施設名 所在地
12 わんぱくしーさー第２学童クラブ 真志喜1-11-12　4F
13 はにんすキッズ学童　真志喜クラブ 真志喜2-22-10
14 スマイルキッズ学童クラブ 真志喜 2-16-9
15 はぐくみ学童クラブ 字宇地泊514

大謝名小学校区

№ 施設名 所在地
16 ぴっころ学童くらぶ 大謝名5-11-8天久アパート2F
17 ぴっころ第2学童くらぶ 大謝名1-19-3
18 さつき学童クラブ 大謝名2-27-15　3F
19 さくら学童クラブ 大謝名4-23-17
20 ＣＥＣ学童クラブ 嘉数4-22-5
21 学童クラブ　アスリート工房 大謝名5-6-1
22 かがやき学童クラブ 嘉数1-4-41　1F

№ 施設名 所在地
23 青空学童クラブ 真栄原1-13-3
24 太陽の子学童クラブ 真栄原1-20-48-2
25 嘉数学童クラブ 真栄原1-22-7
26 はぐくみ真栄原学童クラブ 真栄原3-14-15　コーポヘルシー102

№ 施設名 所在地
公立 3 我如古児童センター放課後児童クラブ 我如古2-5-1
私立 27 しいの実学童クラブ 我如古2-26-2

№ 施設名 所在地
公立 4 長田児童館放課後児童クラブ 長田3-28-1

28 日翔　ぎのわん学童 志真志1-9-9
29 日翔　ながた学童 志真志1-9-9
30 日翔　にらい学童 志真志1-9-9
31 日翔　どうむ学童 志真志１-9-9　2F
32 日翔　せんばる学童 志真志3-6-18
33 日翔　しまし学童 志真志3-6-18
34 日翔　すばる学童 志真志3-6-18
35 学童クラブ　ぬくぬくの木　第1 長田3-22-7　101
36 学童クラブ　ぬくぬくの木　第2 長田3-22-7　105

№ 施設名 所在地
37 ぎのわん青空学童クラブ 愛知1-6-22　みどり荘A-1F
38 はにんすキッズ学童　愛知クラブ 愛知2-4-6
39 わらびの森ちゃいるどクラブ 上原1-10-9

普天間小学校区 公立：0箇所　私立4箇所

私立

普天間第二小学校区 公立：1箇所　私立2箇所

私立

私立

私立

私立

私立

志真志小学校区 公立：1箇所　私立：1箇所

嘉数小学校区 公立：０箇所　私立：4箇所

私立

普天間中学校区
　公立：１箇所
　私立：6箇所

真志喜中学校区
　公立：１箇所
　私立：16箇所

嘉数中学校区
　公立：１箇所
　私立：5箇所

宜野湾中学校区
　公立：1箇所
　私立：13箇所

公立：０箇所　私立：7箇所

はごろも小学校区 公立：０箇所　私立4箇所

大山小学校区 公立：1箇所　私立5箇所

私立

宜野湾小学校区 公立：0箇所　私立：3箇所

長田小学校区 公立：1箇所　私立：9箇所
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＜利用状況＞ 

クラブ数 

平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 

33 箇所 34 箇所 44 箇所 

利用者数 

低学年（1～3年生） 975人 1,093 人 1,248 人 

高学年（4～6年生） 164人 160人 229人 

 

  

利用料金 （公立：5,000 円/月） ※私立は各園で料金が異なる。 
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⑧妊婦健診 

 妊婦が自身の健康状態と胎児の成長を把握し、健康管理をしながら安心して出産を迎えること

ができるよう、全妊婦を対象に妊婦健診の公費負担を行う事業（計 14 回）です。 

 

＜実施状況＞ 

 

実施施設 

医療機関名（宜野湾市近郊） 所在地 

愛知クリニック 宜野湾市愛知 1-2-12 

当山産婦人科 宜野湾市大謝名 5-20-8 

バークレーレディースクリニック 浦添市当山 2-2-11 

琉球大学医学部附属病院 西原町上原 207 

うえむら病院 中城村字南上原 803-3 

中頭病院 沖縄市字登川 610 番地 

やびく産婦人科小児科 北谷町字砂辺 306 番地 

糸数病院 那覇市泊 1-28-1 

美代子クリニック 那覇市古島 1-22-10 

ハートライフ病院 中城村字伊集 208 

（新規） 古堅ウィメンズクリニック 宜野湾市大謝名 165 

（新規） 中部産婦人科医院 沖縄市安慶田 1-3-20 

（新規） あいレディースクリニック 沖縄市美里 4-17-7 

健康診査の公費負担

回数 

計 14回  

       資料：2019年度子育て応援本「ぽけっと」（健康増進課）より 

 

＜受診状況＞ 

 平成 29 年度 平成 30年度 

妊婦健診の 

年間延べ受診件数 
15,194 人回 14,048 人回 
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⑨乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業） 

 生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育てに関する情報提供や乳児と保護者の

心身の状況や養育環境の把握及び助言を行い、支援が必要な家庭に対し適切なサービス提供に結

びつけることを通じて、育児家庭の孤立化を防ぎ乳児の健全な育成環境の確保を目的に実施して

います。 

＜実施状況＞ 

実施方法 出生届を提出された生後４か月までの乳児のいる家庭に訪問します。 

申込みは不要です。 

赤ちゃんや子育てについての相談、育児サービスや育児相談窓口の紹介、乳幼児

健診や予防接種等の情報提供を行います。 

実施体制 母子保健推進員・保健師等 
 

＜訪問状況＞ 

 平成 29 年度 平成 30年度 

家庭訪問対象全家庭数 1,153 世帯 1,090 世帯 

訪問家庭数 939世帯 956世帯 

 

 

⑩養育支援訪問事業（児童家庭課） 

 養育支援訪問事業は、子育てに対する不安や孤立感を抱える家庭や、様々な原因で養育支援が

必要となっている家庭を訪問し、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る事業で

す。 

＜実施状況＞ 

実施体制  

 

＜訪問指導状況＞ 

 平成 29年度 平成 30年度 

世帯数 32世帯 30世帯 

訪問指導延べ件数 480件 499件 

  

 

家庭相談員 

養育指導員 
（養育支援員） 

健康増進課 要保護児童対策地域協議会 

（じのーんキッズ安心ネット） 

情報収集 

情報 
収集 

個別支援会議等 

（支援の決定・廃止） 

訪問 

対象世帯 

情報 
収集 
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２．アンケート結果の概要 

 

（１） 調査の概要 

①調査の目的 

「宜野湾市子ども・子育て支援事業計画」の策定に向けて、市民の皆様の子育て環境や教育・

保育の利用状況並びに今後の利用希望などを把握し、子ども・子育て支援施策の検討に活用す

ることを目的とします。 

 

②調査の対象者 

・就学前児童家庭：住民基本台帳より行政区等を考慮し、3,000 件を無作為抽出 

・小学校児童家庭：市内 9 小学校の各学年 1 クラスを対象（全 54 クラス） 

 

③調査方法 

・就学前児童家庭 

無作為抽出した対象児童 3,000 件全て、郵送による配布回収を行いました。ただし、保育

園・幼稚園を利用している児童については、施設への提出も可能としました。 

 

・小学校児童家庭 

市内の小学校を通じて配布回収を行いました。 

 

④回収率 

回収率は、就学前児童家庭が 45.5％、小学校児童家庭が 81.2％となっています。 

 

 配布数 有効回収数 回収率 

就学前児童家庭 3,000 1,365 45.5％ 

小学校児童家庭 1,700 1,380 81.2％ 
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（２） 調査結果 

 １）家庭の状況・子どもの育ちをめぐる環境について 

  子どもの子育て（育児・身の回りの世話、保育・教育などを含む）を主に行っている方につ

いてみると、就学前では「父母ともに」が 62.9%、小学生では「主に母親」が 91.7％で最も

高くなっています。 

  子どもをみてもらえる親族・知人の状況については、就学前、小学生ともに「緊急時もしく

は用事の際には祖父母等の親族にみてもらえる/預かってもらえる」という割合が最も高く、そ

れぞれ 65.6％、55.0％となっています。 

 ①子育て・身の回りの世話を主に行っている方 

 ＜就学前＞     ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

②子どもをみてもらえる親族・知人 

＜就学前＞ 

 
＜小学生＞ 

  

65.6%

22.1%

13.8%

6.4%

1.0%

1.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に祖父母等の親族にみてもらえる

いずれもいない

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

無回答

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人がいるか

N=1,365

55.0%

29.0%

15.1%

7.8%

1.9%

3.6%

0% 20% 40% 60% 80%

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族に預かってもらえる

日常的に祖父母等の親族に預かってもらえる

いずれもいない

緊急時もしくは用事の際には

子どもを預けられる友人・知人がいる

日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる

無回答

保護者以外にお子さんを預かってもらえる人はいるか

N=1,380

62.9%

49.7%

34.7%

12.5%

7.4%

1.2%

2.3%

0.3%

0.0% 50.0% 100.0%

父母ともに

保育所

主に母親

幼稚園

主に祖父母

主に父親

その他

無回答

子育てを主に行っている方

N=1,365

60; 4.3%

1,265; 91.7%

26; 1.9%

18; 1.3%
11; 0.8%

主に身の回りの世話をしている方

主に父親

主に母親

主に祖父母

その他

無回答
N=N=1,380
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 ２）保護者の就労状況 

 保護者の就労状況についてみると、母親では就学前、小学生ともに「フルタイム（1 週 5 日程

度・1 日 8 時間程度の就労）で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」という割合が

最も高く、それぞれ 40.6％、45.2％となっています。また、休業中を含め、就学前では 79.3％、

小学生では 77.0％の母親が就労していると回答しています。 

 父親においても、就学前、小学生ともに「フルタイム（1 週 5 日程度・1 日 8 時間程度の就労）

で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」という割合が最も高く、それぞれ 87.6％、

78.1％となっています。 

 現在、就労していない方の今後の就労意向については、母親の就学前では「1 年より先、一番

下の子どもが□歳になったころに就労したい」が 36.6％で最も高く、小学生では「すぐにでも、

もしくは 1 年以内に就労したい」が 37.0％で最も高くなっています。 

 父親の今後の就労意向については、就学前、小学生ともに「すぐにでも、もしくは 1 年以内に

就労したい」という割合が最も高く、それぞれ 25.9％、41.2％となっています。 

 希望する就労形態についてみると、母親では就学前、小学生ともに「パートタイム、アルバイ

ト等」、父親では就学前、小学生ともに「フルタイム」が最も高くなっており、母親と父親で希望

する就労形態が異なっています。また、母親の現在の就労状況は「フルタイム」の割合が最も高

いのに対し、希望では「パートタイム、アルバイト等」の割合が最も高くなっています。 

 

 ①保護者の就労状況 

 ＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

550; 40.6%

190; 14.0%

298; 22.0%

37; 2.7%

257; 19.0%

11; 0.8% 12; 0.9%

保護者の就労状況（母親）

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労

しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で就労

しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労し

ており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で就労し

ているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
N=1,355

1,114; 87.6%

8; 0.6%

17; 1.3%

1; 0.1%

25; 2.0% 2; 0.2%

104; 8.2%

保護者の就労状況（父親）

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
N=1,271
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＜小学生＞ 

 

 

 

 

 ②今後の就労意向（現在就労していない方） 

 ＜就学前＞ 

  

618; 45.2%

27; 2.0%

395; 28.9%

12; 0.9%

236; 17.3%

21; 1.5%

57; 4.2%

保護者の現在の就労状況（母親）

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
N=N=1,366

940; 78.1%

7; 0.6%

20; 1.7%

3; 0.2%

48; 4.0%

3; 0.2%
183; 15.2%

保護者の現在の就労状況（父親）

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しており、育休・介護休業中ではない

フルタイム（１週５日程度・１日８時間程度の就労）で

就労しているが、育休・介護休業中である

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しており、育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等（「フルタイム」以外の就労）で

就労しているが、育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答
N=1,204

50; 18.7%

98; 36.6%

81; 30.2%

39; 14.6%

就労希望（母親）

子育てや家事などに専念した

い（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが

□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

N=268

4; 14.8%

1; 3.7%

7; 25.9%
15; 55.6%

就労希望（父親）

子育てや家事などに専念したい

（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子どもが

□歳になったころに就労したい

すぐにでも、もしくは１年以内に

就労したい

無回答

N=27
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 ＜小学生＞ 

 

 

 ③希望する就労形態 

 ＜就学前＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜小学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

25; 14.0%

76; 42.5%

78; 43.6%

希望する就労形態（母親）

フルタイム（１週５日

程度・１日８時間程

度の就労）

パートタイム、アル

バイト等（フルタイム

以外）

無回答

N=179

5; 62.5%
1; 12.5%

2; 25.0%

希望する就労形態（父親）

フルタイム（１週５日

程度・１日８時間程

度の就労）

パートタイム、アル

バイト等（「フルタイ

ム」以外）

無回答

N=8

57; 22.2%

64; 24.9%
95; 37.0%

41; 16.0%

就労希望（母親）

子育てや家事などに専念した

い（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ども

が□歳になったころに就労し

たい

すぐにでも、もしくは１年以内

に就労したい

無回答

N=N=257

8; 15.7%

2; 3.9%

21; 41.2%

20; 39.2%

就労希望（父親）

子育てや家事などに専念した

い（就労の予定はない）

１年より先、一番下の子ども

が□歳になったころに就労し

たい

すぐにでも、もしくは１年以内

に就労したい

無回答

N=N=51

18; 11.3%

101; 63.5%

40; 25.2%

希望する就労形態（母親）

フルタイム（１週５

日程度・１日８時間

程度の就労）

パートタイム、アル

バイト等（「ア」以

外）

無回答

N=N=159

18; 78.3%

3; 13.0%

2; 8.7%

希望する就労形態（父親）

フルタイム（１週５

日程度・１日８時間

程度の就労）

パートタイム、アル

バイト等（「ア」以

外）

無回答

N=N=23
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 ３）平日の定期的な教育・保育サービスの利用状況について（就学前のみ） 

 現在、利用している平日の定期的な教育・保育サービスは、「認可保育所」が 48.9％で最も高

くなっています。また、今後定期的に利用したい教育・保育事業についても、現状と同様に「認

可保育所」が63.8％で最も高くなっており、希望の割合が現状の割合を14.9％上回っています。 

 教育・保育サービスを利用できない理由については、「利用したいが、保育・教育の事業（保育

所、幼稚園など）に空きがない」が 31.6％で最も高く、次いで「子どもがまだ小さいため」の

30.6％、「（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が就労していないなどの理由で）利

用する必要がない」の 26.7％となっており、この３つの理由が比較的高い割合を示しています。 

 

 ①定期的に利用している教育・保育の事業 

 

  

48.9%

14.7%

11.5%

10.0%

5.8%

5.1%

4.3%

2.6%

1.8%

1.5%

0.4%

0.0%

0.0%

1.4%

0.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

認可保育所（国が定める最低基準に適合した

施設で都道府県等の認可を受けたもの）

その他の認可外の保育施設

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）

公立幼稚園（通常の就園時間の利用）

私立幼稚園（通常の就園時間の利用）

公立幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を

延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）

小規模保育施設（国が定める最低基準に適合した

施設で市町村の認可を受けた定員概ね６～19人のもの）

私立幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を

延長して預かる事業のうち定期的な利用のみ）

障害児通所支援事業（児童発達支援）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

ファミリー・サポート・センター（地域住民が子どもを預かる事業）

特別支援学校幼稚部

居宅訪問型保育（ベビーシッターのような

保育者が子どもの家庭で保育する事業）

その他

無回答

定期的に利用している教育・保育の事業

N=1,058
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 ②今後定期的に利用したい教育・保育事業 

 

 

 ③教育・保育の事業を定期的に利用していない理由 

 

63.8%

45.9%

40.8%

38.8%

11.9%

11.8%

10.1%

10.0%

7.1%

4.5%

4.0%

3.0%

2.3%

1.4%

2.3%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

認可保育所（国が定める最低基準に適合した

施設で都道府県等の認可を受けたもの）

幼稚園（通常の就園時間の利用）

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長

して預かる事業のうち定期的な利用のみ）

認定こども園（幼稚園と保育施設の機能を併せ持つ施設）

小規模保育施設（国が定める最低基準に適合した施設で

市町村の認可を受けた定員概ね６～19人のもの）

ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

事業所内保育施設（企業が主に従業員用に運営する施設）

その他の認可外の保育施設

自治体の認証・認定保育施設（認可保育所

ではないが、自治体が認証・認定した施設）

障害児通所支援事業（児童発達支援）

居宅訪問型保育（ ﾞ ﾞｰｼｯﾀｰのような

保育者が子どもの家庭で保育する事業）

家庭的保育（保育者の家庭等で

５人以下の子どもを保育する事業）

特別支援学校幼稚部

その他

無回答

定期的な教育・保育の事業の利用希望

N=1,365

31.6%

30.6%

26.7%

10.4%

3.6%

3.6%

3.3%

1.0%

0.3%

0.0%

15.6%

6.2%

0.0% 20.0% 40.0%

利用したいが、保育・教育の事業

（保育所、幼稚園など）に空きがない

子どもがまだ小さいため（□歳くらい

になったら利用しようと考えている）

（子どもの教育や発達のため、子どもの母親か父親が

就労していないなどの理由で）利用する必要がない

利用したいが、経済的な理由で事業を利用できない

子どもの祖父母や親戚の人がみている

利用したいが、施設等の対応や体制に不安がある

利用したいが、事業の質や場所

など、納得できる事業がない

利用したいが、障がいや発達特性（発達の遅

れやでこぼこ等）により、施設利用を断られた

近所の人や父母の友人・知人がみている

利用したいが、延長・夜間等の時間帯の条件が合わない

その他

無回答

教育・保育の事業を利用していない理由

N=307



 

49 

 ４）地域の子育て支援事業の利用状況について（就学前のみ） 

 現在の地域の子育て支援事業等の利用状況については、「利用していない」が88.4で最も高く、

次いで「地域子育て支援拠点事業」が 9.7％、「子育てサロン」が 2.7％となっています。利用回

数をみると、どちらも 1 週当たり「週 1 回」、1 ヶ月当たり「月 1 回」が高くなっています。 

 今後の利用意向については、「新たに利用したり、利用日数を増やしたいとは思わない」が

59.9％で最も高く、次いで「利用していないが、今後利用したい」が 29.7％、「すでに利用して

いるが、今後利用日数を増やしたい」が 5.1％となっています。 

希望する利用回数をみると、利用していないが、今後利用したい方は、1 週当たり「週 1 回」

が 21.4％、1 ヶ月当たり「月 1 回」が 43.1％で最も高くなっており、すでに利用しているが、

今後利用日数を増やしたい方は、1 週当たり「週 1 回」が 20.0％、1 ヶ月当たり「月 2 回」及

び「月 3 回」が 10.0％で最も高くなっています。 

 ①地域子育て支援事業の利用状況 

 

【地域子育て支援拠点事業利用の利用頻度】 

 

【子育てサロンの利用頻度】 

 

 

 

88.4%

9.7%

2.7%

1.2%

0.0% 50.0% 100.0%

利用していない

地域子育て支援拠点事業

（親子が集まって過ごしたり、相談をする場）

子育てサロン（地域の公民館で、親子が

集まって過ごしたり、相談をする場）

無回答

地域子育て支援拠点事業等の利用状況

N=1,365

１週当たり回数  １ヶ月当たり 回数
件数 割合 件数 割合

週1回 19 14.4% 月1回 42 31.8%
週2回 14 10.6% 月2回 15 11.4%
週3回 8 6.1% 月3回 7 5.3%
週4回 5 3.8% 月4回 5 3.8%
週5回 5 3.8% 月5回 5 3.8%
無回答 81 61.4% 月6回 5 3.8%

合計 132 100.0% 月7回 1 0.8%
月8回 2 1.5%
月10回 1 0.8%
月12回 1 0.8%
月20回 1 0.8%
無回答 47 35.6%

合計 132 100.0%

１週当たり回数  １ヶ月当たり 回数
件数 割合 件数 割合

週1回 4 10.8% 月1回 21 56.8%
無回答 33 89.2% 月2回 2 5.4%

合計 37 100.0% 月4回 1 2.7%
無回答 13 35.1%

合計 37 100.0%
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②地域子育て支援事業の利用状況 

  

 

【利用していないが、今後利用したい】 

 

 

【すでに利用しているが、今後利用日数を増やしたい】 

 

 

 

  

406; 29.7%

70; 5.1%

818; 59.9%

71; 5.2%

地域子育て支援拠点事業の利用について（希望）

利用していないが、今後利

用したい

すでに利用しているが、今

後利用日数を増やしたい

新たに利用したり、利用日

数を増やしたいとは思わな

い

無回答

N=1,365

１週当たり回数  １ヶ月当たり 回数
件数 割合 件数 割合

週1回 87 21.4% 月1回 175 43.1%
週2回 19 4.7% 月2回 102 25.1%
週3回 10 2.5% 月3回 23 5.7%
週5回 4 1.0% 月4回 20 4.9%
無回答 286 70.4% 月5回 4 1.0%

合計 406 100.0% 月6回 1 0.2%
月10回 1 0.2%
月12回 2 0.5%
無回答 78 19.2%

合計 406 100.0%

１週当たり回数  １ヶ月当たり 回数
件数 割合 件数 割合

週1回 14 20.0% 月1回 4 5.7%
週2回 8 11.4% 月2回 7 10.0%
週3回 9 12.9% 月3回 7 10.0%
週4回 4 5.7% 月4回 4 5.7%
週5回 4 5.7% 月5回 1 1.4%
無回答 31 44.3% 月6回 2 2.9%

合計 70 100.0% 月8回 1 1.4%
月10回 3 4.3%
月12回 1 1.4%
月20回 1 1.4%
無回答 39 55.7%

合計 70 100.0%
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 ５）土曜日、日曜日・祝日の教育・保育事業の利用について（就学前のみ） 

 土曜日、日曜日・祝日の定期的な教育・保育サービスの利用希望については、土曜日では「月

に 1～2 回は利用したい」が 36.0％で最も高くなっている一方で、日曜日・祝日では「利用する

必要はない」との回答が 71.0％で突出して高くなっています。 

 また、「利用したい」（「ほぼ毎週利用したい」＋「月に 1～2 回は利用したい」）の回答割合は、

土曜日で 59.8％、日曜日・祝日で 23.0％となっています。 

 

 ＜土曜日＞    ＜日・祝日＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６）子どもが病気の際の対応について 

 就学前の子どもが病気やケガで教育・保育の事業を利用できなかったことについては、過半数

を超える 77.2％の方が「あった」と回答しており、その際の対処方法としては「母親が休んだ」

が 84.9％で突出して高くなっています。また、小学生においても、子どもが学校を休んだときの

対処方法は「母親が休んだ」が 67.9％で最も高くなっています。 

 子どもが病気やケガの際の対応として父親か母親が休んだ人のうち、「できれば病児・病後児保

育施設等を利用したい」との回答割合は、就学前では 35.4％、小学生では 25.9％となっていま

す。一方、「利用したいとは思わない」の回答割合は就学前、小学生ともに過半数を超えており、

それぞれ 54.1％、70.5％となっています。 

 就学前の病児・病後児保育施設等を利用したい場合における事業形態の希望については、「小児

科に併設した施設で子どもを保育する事業」が 84.4％で最も高く、病児・病後児の保育施設など

を利用したいと思わない理由については、「親が仕事を休んで対応する」が 67.6％で最も高くな

っています。 

  

487; 35.7%

325; 23.8%

492; 36.0%

61; 4.5%

土曜日の教育・保育の事業の利用希望

利用する必要は

ない

ほぼ毎週利用し

たい

月に１～２回は

利用したい

無回答

N=1,365

969; 71.0%

33; 2.4%

281; 20.6%

82; 6.0%

日曜・祝日の教育・保育の事業の利用希望

利用する必要はない

ほぼ毎週利用したい

月に１～２回は利用

したい

無回答

N=1,365
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 ①子どもが病気やケガで通常の教育・保育の事業を利用できなかったこと（就学前のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②子どもが学校を休んだときの対処方法 

 ＜就学前＞ 

 

＜小学生＞ 

84.9%

35.7%

32.3%

10.0%

5.4%

0.5%

0.2%

0.1%

1.0%

0.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

病児・病後児保育（病院の小児デイケア）を利用した

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

その他

無回答

教育・保育の事業が利用できなかった場合の対処方法

N=817

817; 77.2%

207; 19.6%

34; 3.2%

子どもが病気やケガで、定期的な教育・

保育の事業を利用できなかったこと

あった

なかった

無回答

N=1,058

67.9%

21.4%

20.0%

19.1%

7.3%

0.5%

0.1%

0.1%

3.4%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80%

母親が休んだ

父親が休んだ

（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった

父親又は母親のうち就労していない方が子どもをみた

仕方なく子どもだけで留守番をさせた

病児・病後児の保育を利用した

ベビーシッターを利用した

ファミリー・サポート・センターを利用した

その他

無回答

子どもが学校を休んだ場合のこの１年間の対処方法

N=766



 

53 

 

 ③病児・病後児の保育施設等の利用希望 

 ＜就学前＞      ＜小学生＞ 

 

④病児・病後児保育施設等を利用したい場合における事業形態の希望（就学前のみ） 

 
 

 ⑤病児・病後児の保育施設等を利用したいと思わない理由（就学前のみ） 

 

84.4%

48.4%

13.1%

1.0%

0.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

小児科に併設した施設で子どもを保育する事業

他の施設（例：幼稚園・保育所等）に

併設した施設で子どもを保育する事業

地域住民等が子育て家庭等の身近な場所で

保育する事業（例：    ｰ    ｰ   ﾝﾀｰ等）

その他

無回答

病児・病後児保育施設等を利用したい場合の望ましい事業形態

N=289

67.6%

55.4%

35.1%

28.5%

14.5%

14.0%

6.1%

13.8%

1.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

親が仕事を休んで対応する

病児・病後児を他人に看てもらうのは不安

預けるまでの手続きが不便

利用料がかかる・高い

利用料がわからない

地域の事業の利便性がよくない

地域の事業の質に不安がある

その他

無回答

病児・病後児保育施設等を利用したいと思わない理由

N=442

289; 35.4%

442; 54.1%

86; 10.5%

「できれば病児・病後児のための

保育施設等を利用したい」と思ったか

できれば病児・病後児

保育施設等を利用し

たい

利用したいとは思わな

い

無回答

N=817

142; 25.9%

387; 70.5%

20; 3.6%

「できれば病児・病後児のための保育施

設等を利用したい」と思ったか

できれば病児・病

後児保育施設等を

利用したい

利用したいとは思

わない

無回答

N=N=549
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 ７）不定期の教育・保育事業や一時預かり（就学前のみ） 

 日中の定期的な保育や病気のため以外に、私用、親の通院、不定期の就労等の目的で不定期に

利用している事業については、7.0％の方が「利用している」と回答しており、その事業内容は「幼

稚園の預かり保育」が 36.8％で最も高くなっています。 

 また、不定期サービスについて 89.6％の方が「利用していない」と回答しており、事業を利用

しない理由については、「特に利用する必要がない」が 71.0％で突出して高くなっています。 

 不定期サービスの利用希望については、「利用したい」が 39.5％、「利用する必要はない」が

54.1％となっています。 

 さらに、保護者の用事により子どもを泊りがけで家族以外に預けなければならないことについ

ては、20.3％の方が「あった」と回答しており、その際の対処方法については「（同居者を含む）

親族・知人にみてもらった」が 89.2％で最も高くなっています。 

 

 ①不定期に利用している事業の有無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②不定期に利用している事業内容 

 

  

36.8%

32.6%

26.3%

3.2%

4.2%

1.1%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0%

幼稚園の預かり保育（通常の就園時間を延長して

預かる事業のうち不定期に利用する場合のみ）

一時預かり（私用など理由を問わずに保育所

などで一時的に子どもを保育する事業）

ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

ベビーシッター

その他

無回答

不定期で利用している事業

N=95

95; 7.0%

1,223; 89.6%

47; 3.4%

不定期に利用している事業があるか

利用している

利用していない

無回答

N=1,365
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③不定期の事業を現在利用していない理由 

 
 

④不定期な一時預かり等の事業利用の希望   ⑤子どもを泊りがけで家族以外に 

預けなければならないこと 

 

 ⑥泊りがけで子どもを預けた際の対処方法 

  

71.0%

18.3%

15.3%

12.8%

11.5%

7.0%

5.7%

4.8%

5.9%

0.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

特に利用する必要がない

事業の利用方法（手続き等）がわからない

利用料がかかる・高い

自分が事業の対象者になるのかどうかわからない

利用料がわからない

地域の事業の質に不安がある

利用したい事業が地域にない

地域の事業の利便性（立地や

利用可能時間・日数など）がよくない

その他

無回答

事業を現在利用していない理由

N=1,223

89.2%

17.0%

1.4%

1.1%

0.4%

2.2%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

（同居者を含む）親族・知人にみてもらった

仕方なく子どもを同行させた

仕方なく子どもだけで留守番させた

ファミリー・サポート・センター以外の保育事業

（認可外保育施設、ベビーシッター等）を利用した

ファミリー・サポート・センター

（地域住民が子どもを預かる事業）

その他

泊まりがけで子どもを預けた際の対処方法

N＝277

277; 20.3%

1,057; 77.4%

31; 2.3%

子どもを泊りがけで家族以外に

預けなければならないこと

あった

なかった

無回答

N=1,365

539; 39.5%

739; 54.1%

87; 6.4%

事業の利用希望

利用したい

利用する必要は

ない

無回答

N=1,365
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８）放課後の過ごし方について 

就学前の平日の放課後の過ごし方の希望についてみると、低学年（1～3 年生）では「放課後児

童クラブ[学童クラブ]」が 53.3％で最も高く、次いで「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、

学習塾など）」の 43.9％、「自宅」の 36.0％等となっています。高学年（4～6 年生）では「習

い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」が69.2％で最も高く、次いで「自宅」の53.7％、

「放課後児童クラブ[学童クラブ]」の 22.0％等となっており、低学年に比べ「クラブ活動」を希

望する割合が高くなっています。 

小学生の平日の放課後の過ごし方の現状については、「自宅」が 61.2％で最も高く、次いで「習

い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）」の 49.7％、「放課後児童クラブ[学童クラブ]」

の 20.6％等となっています。今後の希望については「習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学

習塾など）」が 61.4％で最も高く、次いで「自宅」の 53.3％、「放課後児童クラブ[学童クラブ]」

の 21.3％等となっており、就学前と同様に高学年になるにつれて「クラブ活動」を希望する割合

が高くなっています。 

①小学校低学年（１～３年生）の平日の放課後の過ごし方 

＜就学前＞ 

 
 

＜就学前＞ 

②小学校高学年（４～６年生）の平日の放課後の過ごし方 

 

36.0%

13.1%

43.9%

8.9%

7.0%

53.3%

1.9%

0.0%

3.7%

4.2%

4.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童センター

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕

子ども食堂など地域の居場所

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業（放課後等デイサービス）

その他（公民館、公園など）

無回答

平日の放課後の過ごし方（低学年）

N=214

53.7%

18.2%

69.2%

15.0%

8.4%

22.0%

3.3%

0.0%

3.7%

7.9%

6.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童センター

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕

子ども食堂など地域の居場所

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業（放課後等デイサービス）

その他（公民館、公園など）

無回答

平日の放課後の過ごし方（高学年）

N=214
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③平日の放課後の過ごし方（現状） 

 ＜小学生＞ 

 

 

④平日の放課後の過ごし方（希望） 

 ※小学校低学年（１～３年生）を対象に、小学校高学年（４～６年生）になった時の希望 

 ＜小学生＞ 

 

  

61.2%

16.5%

49.7%

8.6%

1.4%

20.6%

0.4%

0.2%

1.9%

9.3%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童センター

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕

子ども食堂など地域の居場所

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業（放課後等デイサービス）

その他（公民館、公園など）

無回答

平日の放課後の過ごし方（現状）

N=1,380

53.3%

16.6%

61.4%

13.4%

4.4%

21.3%

0.6%

0.2%

2.6%

9.5%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

習い事（ピアノ教室、サッカークラブ、学習塾など）

児童センター

放課後子ども教室

放課後児童クラブ〔学童クラブ〕

子ども食堂など地域の居場所

ファミリー・サポート・センター

障害児通所支援事業（放課後等デイサービス）

その他（公民館、公園など）

無回答

平日の放課後の過ごし方（希望）

N=643
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９）育児休業取得について（就学前のみ） 

母親の育児休業の取得状況としては、「取得した（取得中である）」が 52.5％で最も高く、次い

で「働いていなかった」の 33.1％、「取得していない」の 12.0％の順となっています。 

過去に取得した方や現在取得中の方の取得日数については、「6～11 ヶ月」が 43.4％で最も高

く、次いで「1 歳～1 歳 6 ヶ月未満」の 37.5％、「6 ヶ月未満」の 8.0％等となっています。 

父親の育児休業の取得状況については、「取得した（取得中である）」との回答は 4.6％となっ

ており、取得日数は「6 ヶ月未満」が 68.6％で過半数を占め、母親に比べて取得率は低く、取得

期間は短くなっています。 

 

 

 

 

  

68.6%

9.8%

21.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

6ヶ月未満

6～11ヶ月

無回答

実際の育児休業の取得期間（父親）

N=51

8.0%

43.4%

37.5%

7.1%

2.7%

1.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

6ヶ月未満

6～11ヶ月

1歳～1歳6ヶ月未満

1歳6ヶ月～2歳未満

2歳以上

無回答

実際の育児休業の取得期間（母親）

N=523

18; 1.4%

59; 4.6%

1,056; 83.1%

138; 10.9%

育児休業取得について（父親）

働いていなかった

取得した（取得中

である）

取得していない

無回答

N=1,271

449; 33.1%

712; 

52.5%

163; 12.0%

31; 2.3%

育児休業取得について（母親）

働いていなかっ

た

取得した（取得中

である）

取得していない

無回答

N=1,355
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３．第 1期宜野湾市子ども・子育て支援事業計画の点検・評価 

 

（１）計画の個別施策ごとの取り組み状況 

計画の基本目標ごとに位置付けられている取り組み数と未実施及び評価不可の取組数は以下

のとおりです。 

 

◆評価の凡例 

 

 A：計画どおり、またはそれ以上の成果があった 

 B：計画どおり進んでいない部分がある 

 C：取り組むことができなかった 

 D：評価できない（実施したばかりなど） 
 
 

◆基本施策に位置付けた取り組みの実施状況 

計画に位置付けられた取り組みは、全 51 事業あり、そのうち 94.1％にあたる 48 事業にお

いて、計画通りに取り組めたあるいは、課題はあるものの取り組みを行った事業となっています。 

なお、未実施及び評価できない事業は、全事業の 5.9％（3 事業）となっており、第 1 期計画

においては、概ね計画どおりに取り組みが行えています。 

 

基本目標 基本施策 
位置付けられ

ている取組数 

未実施（C）及

び評価不可

（D）の事業数 

基本目標 1 

教育・保育や子

育て支援の質

の向上と安定

的な提供 

（１）幼児期の学校教育・保育の充実 9 事業 0 事業 

（２）多様な子育て支援サービスの充実 13 事業 3 事業 

（３）子どもの居場所づくり 4 事業 0 事業 

基本目標 2 

健やかで切れ

目のない子ど

もの成長支援 

（１）母子保健の充実 2 事業 0 事業 

（２）障がい児・発達面で支援が必要な子等

への支援の充実 
9 事業 0 事業 

基本目標 3 

子育てしやす

い社会環境の

整備 

（１）児童虐待の防止に向けた対策の推進 4 事業 0 事業 

（２）ひとり親家庭への自立支援 7 事業 0 事業 

（３）仕事と家庭の両立支援の推進 3 事業 0 事業 

合 計 51 事業 3 事業 

※未実施及び評価不可の 3 事業は、「休日保育事業」「子育て短期支援事業」「認可保育所の地域活動

事業」となっています。計画全体の取り組みについては、次ページからの点検・評価を参照。 
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（２）基本目標別の取り組みの点検・評価 

各基本目標の基本施策に位置付けられた取り組みについては、以下のような取り組み状況とな

っています。 

 

基本目標１：教育・保育や子育て支援の質の向上と安定的な提供 

 

（１） 幼児期の学校教育・保育の充実 

（２） 多様な子育て支援サービスの充実 

（３） 子どもの居場所づくり 

 

基本目標１においては、「教育・保育や子育て支援の質の向上と安定的な提供」に向けて、3 つ

の基本施策に全 26 の取り組みが位置付けられています。 

 

 

【点検・評価】 

 基本施策（１）では、保育の受け皿の確保と幼児期の学校教育・保育の質の向上に向けた

９つの取り組みが位置付けられ、本市における課題の待機児童の解消に向けた受け皿の

確保として既存の保育施設の定員枠の拡大をはじめ、認可保育所の創設、増改築・分園設

置、新制度における地域型保育事業を推進するなどの取り組みにより、最大で 250 人以

上いた待機児童は 105 人（2019 年 10 月 1 日時点）に減少するなど、一定の改善が

見られます。また、幼児期の教育・保育の受け皿を確保する上でも、人材の育成・確保が

重要となることから県や関係機関との協力により労働環境の改善などの取り組みが行わ

れましたが、人材は全県的に不足している状況にあり、依然として課題が残っている状況

にあります。今後も待機児童対策としての受け皿の確保と幼児期の教育・保育にかかる人

材の育成・確保が求められています。 

幼児期の学校教育・保育の充実させるための取り組みとして、通常保育事業の充実や 2

年保育の拡充をはじめ、8 園での認定こども園への移行が行われるなど、教育と保育の一

体的な提供が進められてきました。今後は、保護者のニーズが高まっている 3 年保育へ

の対応をはじめ、教育・保育ニーズに対応した認定こども園への移行を検討していくこと

が求められています。 

 基本施策（２）では、多様な子育て支援サービスの充実にむけて、13 の取り組みが位置

付けられており、保護者のニーズに対応するため「延長保育事業」は市内の全ての認保育

所・認定こども園・地域型保育事業所において実施しているのをはじめ、「一時預かり事

業（幼稚園）」や家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について保育所

等で行う「一時預かり（保育園）」を 3 箇所で実施、相互扶助活動として地域で子育てを

行う「ファミリー・サポート・センター事業」を実施するなど子育て支援サービスの充実

に向けた取り組みが行われています。一方で、「休日保育事業」は未実施で「夜間保育」

については、１園で実施されているものの、いずれも人材確保が難しいことなどから拡充 
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（基本目標１の基本施策（２）の点検・評価つづき） 

が難しい状況となっていますが、ニーズの把握や他市町村での実施状況などの事例を参

考に今後も実施について検討していくことが求められています。 

また、保護者の就労や疾病などにより一時的に家庭で保育することが困難な児童に対し

て、児童養護施設等で一定期間養育・保護を行う「子育て短期支援事業（ショートステ

イ）」や疾病中の児童について、保護者が労働等により家庭で保育することに支障がある

場合に病院等で保育を行う「病児・病後児保育事業」を１箇所で実施していますが、いず

れも受入れ施設の確保に課題があることから、今後も施設の確保に向けた取り組みが求

められています。 

子育て世帯への情報提供の取り組みとして「子育て応援本ぽけっと」の発行・配布及び「利

用者支援事業」の実施をはじめ、子育て親子の身近な場での交流・相談の場としての「地

域子育て支援拠点事業」を８箇所で実施するなどに取り組んでおり、今後も取り組みの継

続と充実化が求められています。 

 基本施策（３）では、子どもの居場所づくりとして、「児童センター」を６箇所設置し、

各中学校区での配置が行われている状況をはじめ、児童センターの利用が困難な 10 の

自治会を巡回する移動児童館「じゃんけんぽん」を実施に取り組んでいます。今後は、目

標である全小学校区への児童館の設置に向けた取り組みや、「じゃんけんぽん」の継続が

求められています。 

小学生の放課後の居場所の１つである「放課後児童健全育成事業」について、公立４箇所、

民間 39 箇所で実施しています。今後は、ニーズに対応した定員増などの受け皿の確保を

はじめ、開所時間の延長などに取り組むことが求められています。また、放課後に学校の

空き教室などを活用し、地域住民の協力によってスポーツや文化活動ができるようにす

る「放課後子ども教室」については、本市の全９小学校での実施を目標にしていましたが、

現時点では３小学校での実施となっています。今後とも継続して取り組むことが求めら

れますが、実施には地域住民の協力が必要不可欠であることから、地域住民への呼びかけ

をはじめ、取り組みの充実が必要となっています。 

 

【基本目標１の取り組み全体として】 

  基本目標１においては、位置付けられた全 26 の取り組みのうち、23 の取り組みが順調

もしくは一部課題はあるものの実施している状況となっており、残りの 3 つの取り組みの

うち１つは廃止、２つは未実施となっています。概ね位置付けた取り組みが行われている状

況となっていますが、今後は、未実施である取り組みについての実施できる方向での検討を

はじめ、課題のある取り組みの改善が求められています。 
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基本目標２：健やかで切れ目のない子どもの成長支援 

 

（１） 母子保健の充実 

（２） 障がい児・発達面で支援が必要な子等への支援の充実 

 

基本目標２においては、「健やかで切れ目のない子どもの成長支援」に向けて、２つの基本施

策に全 11 の取り組みが位置付けられています。 

 

 

【点検・評価】 

 基本施策（１）においては、２つの取り組みを位置づけ「妊婦健診等の充実」については、

１４回の公費負担を実施していますが、産婦健診の公費負担ができていない状況となっ

ています。今後は、妊婦健診だけでなく、産婦健診の公費負担ができるよう、調査研究し、

取り組んでいくことが必要となっています。 

もう１つの取り組みとして、生後２か月児のいる家庭を母子保健推進員又は保健師が訪

問する「こんにちは赤ちゃん事業」を実施していますが、訪問する人員の不足、訪問拒否

や 2 回以上の訪問で会えない世帯への対応が課題となっています。今後とも継続して取

り組む必要があることから、課題の改善に向けて取り組むことが求められています。 

 基本施策（２）においては、９つの取り組みが位置付けられており、障がい児の保育につ

いては、市内の認定こども園及び認可保育所の全園で特別支援保育を実施しています。ま

た、障がいのある幼児・児童・生徒への対応については、特別支援教育支援コーディネー

ターの配置や特別教育支援員の派遣を行っており、今後とも継続した取り組みが求めら

れています。 

また、育ちの支援に関する取り組みとして、１歳６か月健診や３歳児健診に併設して発達

相談の実施をはじめ、月１回健診事後教室（のびっこ親子教室）を実施していますが、臨

床心理士の確保が難しく、計画していた回数の実施ができていない状況の改善が求めら

れています。加えて、臨床心理士による保護者や保育士への定期的な相談・指導を実施す

る巡回保育事業を実施しており、30 箇所の保育所の巡回を行っており、今後も継続した

取り組みが求められていますが、障がいを持つ児童や発達面で支援を要する子が増加傾

向にあるため、対応するための人員の確保が課題となっています。 

小学校に通っている子の放課後の居場所及び児童と地域の人々の交流する場として、「放

課後等デイサービス」の実施をはじめ、児童センターにおける障がい児の受け入れを行っ

ており、今後も取り組みの継続とともに、充実化が求められています。 

障がい児のいる家族の就労支援や一時的な休息のためのサービスとして「日中一時支援

事業」を実施していますが、登録事業所の開拓や利用時間の拡充が課題となっています。 
 
 

【基本目標２の取り組み全体として】 

  基本目標２においては、位置付けられた全 11 の取り組みのうち、11 のすべての取り組

みが順調もしくは一部課題はあるものの実施している状況となっています。今後は、実施し

ている取り組みの充実と課題のある取り組みの改善が求められています。 
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基本目標３：子育てしやすい社会環境の整備 

 

（１） 児童虐待の防止に向けた対策の推進 

（２） ひとり親家庭への自立支援 

（３） 仕事と家庭の両立支援の推進 

 

基本目標３においては、「子育てしやすい社会環境の整備」に向けて、3 つの基本施策に全 14

の取り組みが位置付けられています。 

 

 

【点検・評価】 

 基本施策（１）においては、児童虐待防止対策として４つの取り組みが位置付けられてい

ます。育児不安の早期対応や相談対応として、児童の養育に支援が必要であるにも関わら

ず、自ら支援を求める事が困難な家庭へ訪問する「育児支援家庭訪問事業」及び中学校区

ごとに家庭相談員を配置した「家庭児童相談室」の取り組みを実施しており、今後も継続

した取り組みが求められているとともに、保育園や幼稚園等との連携強化が必要となっ

ています。 

関係機関との連携した取り組みとして、「要保護児童対策地域協議会」を設置し、児童虐

待防止の啓発活動等の取り組みとともに、職員や家庭相談員のスキルアップのための研

修の実施などを行っています。今後は、相談件数が増加傾向にあることから、職員等のス

キルアップをはじめ、関係機関が連携した潜在化したケースの掘り起こしが必要となっ

ています。 

 基本施策（２）においては、ひとり親家庭への自立支援に向けた 7 つの取り組みが位置

付けられており、「ひとり親自立促進計画」に基づき総合的な支援の実施をはじめ、経済

的な支援として、医療費の助成や児童扶養手当の支給、母子・父子・寡婦福祉資金の貸付

を行っています。また、保育所等への入所選考時の優先的な取り扱いを実施するなどの支

援を行っており、今後とも、ひとり親家庭の自立促進に向けた取り組みを促進していくこ

とが求められています。 

 基本施策（３）においては、仕事と家庭の両立支援に向けた 3 つの取り組みが位置付け

られており、育児休業制度やワーク・ライフ・バランスに関する市民への意識啓発活動を

はじめ、企業に対して労働条件改善について啓発活動やワーク・ライフ・バランスを実践

している企業への支援に関する紹介などを行っており、今後も継続して若い世代への意

識啓発や市内事業所の実態把握などを行う必要があります。 

 

 

【基本目標３の取り組み全体として】 

 基本目標３においては、位置付けられた全 14 の取り組みのうち、14 のすべての取り組み

が順調もしくは一部課題はあるものの実施している状況となっています。今後は、実施してい

る取り組みの充実と課題のある取り組みの改善が求められています。 
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◆教育・保育の計画値と実績値  

 教育・保育の量の見込みに対する確保方策とした計画値と実績値は以下の通りです。 

なお、平成 30 年 3 月に中間見直しを行ったことから、計画値に対する実績値は平成 31 年度

のみとなっています。 

 

  

①1号認定 単位：人

平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 1,307 1,312

実績値（Ｂ） - 1,360

（Ｂ）-（Ａ） -1,307 48

②2号認定（教育） 単位：人

平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 0 0

実績値（Ｂ） 0 0

（Ｂ）-（Ａ） 0 0

③2号認定（保育） 単位：人

平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 2,299 1,903

実績値（Ｂ） 1,804 1,994

（Ｂ）-（Ａ） -495 91

④3号認定（2・1歳） 単位：人

平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 1,517 1,529

実績値（Ｂ） 1,417 1,485

（Ｂ）-（Ａ） -100 -44

⑤3号認定（0歳） 単位：人

平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 490 468

実績値（Ｂ） 480 512

（Ｂ）-（Ａ） -10 44
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◆地域子ども・子育て支援事業の計画値と実績値 

 教育・保育の量の見込みに対する確保することを目標とした計画値と実績値は以下の通りです。 

 

 

①時間外保育事業（延長保育） 単位：人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 406 432 530 539 547

実績値（Ｂ） 1,666 1,809 1,733 2,324 -

（Ｂ）-（Ａ） 1,260 1,377 1,203 1,785 -

②-1：幼稚園における在園児を対象とした一時預かり(預かり保育) 単位：人/日

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 8,622 8,734 8,769 8,785 8,803

実績値（Ｂ） 2,610 3,622 3,098 3,457 -

（Ｂ）-（Ａ） ▲ 6,012 ▲ 5,112 ▲ 5,671 ▲ 5,328 -

②-2：２号認定による定期的な利用(預かり保育) 単位：人/日

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 66,306 72,731 79,156 85,581 92,006

実績値（Ｂ） 56,772 72,384 70,583 60,286 -

（Ｂ）-（Ａ） ▲ 9,534 ▲ 347 ▲ 8,573 ▲ 25,295 -

②-3：上記以外(保育所での一時保育、トワイライトステイ、病児・緊急対応強化型事業を除く
　　　　ファミリー・サポート・センター事業) 単位：人/日

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 4,686 4,704 4,722 4,740 4,758

実績値（Ｂ） 5,787 6,389 5,712 4,103 405

（Ｂ）-（Ａ） 1,101 1,685 990 ▲ 637 ▲ 4,353

③病児・病後児保育、ファミリー・サポート・センター(病児・病後児) 単位：人/日

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 763 769 768 766 765

実績値（Ｂ） 496 525 779 169 -

（Ｂ）-（Ａ） ▲ 267 ▲ 244 11 ▲ 597 -

単位：人/日

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 77 105 133 161 191

実績値（Ｂ） 1,291 1,410 1,116 1,049 -

（Ｂ）-（Ａ） 1,214 1,305 983 888 -

単位：人/日

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 1 1 1 1 1

実績値（Ｂ） 1,064 839 492 403 -

（Ｂ）-（Ａ） 1,063 838 491 402 -

④-1：＜低学年＞子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)(就学児のみ)

④-2：＜高学年＞子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)(就学児のみ)
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（地域子ども・子育て支援事業の計画値と実績値のつづき） 

 
 

⑤子育て短期支援事業(ショートステイ) 単位：人/日

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 0 0 0 0 89

実績値（Ｂ） 0 0 0 0 0

（Ｂ）-（Ａ） 0 0 0 0 ▲ 89

※平成31年度から開始の事業のため、実績なし

⑥利用者支援事業 単位：箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 1 1 2 3 3

実績値（Ｂ） 1 1 1 1 1

（Ｂ）-（Ａ） 0 0 ▲ 1 ▲ 2 ▲ 2

⑦地域子育て支援拠点事業 単位：箇所

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 8 8 8 8 8

実績値（Ｂ） 8 8 8 8 8

（Ｂ）-（Ａ） 0 0 0 0 0

⑧放課後児童健全育成事業(低学年+高学年) 単位：人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 914 1,039 1,164 1,289 1,414

実績値（Ｂ） 1,027 1,139 1,253 1,477 1,547

（Ｂ）-（Ａ） 113 100 89 188 133

⑨乳児家庭全戸訪問事業 単位：人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 1,239 1,230 1,223 1,215 1,210

実績値（Ｂ） 1,016 1,088 939 956 248

（Ｂ）-（Ａ） ▲ 223 ▲ 142 ▲ 284 ▲ 259 ▲ 962

⑩養育支援訪問事業 単位：人

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 32 32 32 32 32

実績値（Ｂ） 25 27 40 30 11

（Ｂ）-（Ａ） ▲ 7 ▲ 5 8 ▲ 2 ▲ 21

⑪妊婦健診 単位：人回

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度

計画値（Ａ） 1,239 1,230 1,223 1,215 1,210

実績値（Ｂ） 15,337 15,268 15,194 14,048 1,466

（Ｂ）-（Ａ） 14,098 14,038 13,971 12,833 256
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第３章   計画の基本的な考え方 

 

１．計画の基本理念 

 

本市の子ども・子育て支援施策の推進にあたり、目指すべき基本理念を次の通り掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

本市においては、平成 27 年 3 月に子育て支援に関する総合的な計画として「宜野湾市子ど

も・子育て支援事業計画」を策定し、総合計画の将来都市像である『人がつながる 未来へつ

なげる ねたてのまち 宜野湾』を実現できるよう、子どもと子育て家庭への支援を推進して

きました。 

今後においても、次代を担う子ども達の夢と生きる力を育むとともに、子育て世代やこれか

ら子育てをしようとする若者世代が将来に希望を持ち、宜野湾市で子どもを生み育てたいと思

えるようなまちにしていくため、『子どもが、親が、地域で生きる喜びを実感できるまち ぎの

わん』を基本理念とし、子育て支援の施策を推進します。 

 

  

＜基本理念＞ 

「子どもが、親が、地域で生きる喜びを実感できるまち ぎのわん」 
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２．計画の基本目標 

 

基本理念を踏まえ、「第 2 期宜野湾市子ども・子育て支援事業計画」の基本目標を以下のと

おりとします。 

 
 

 

 

幼児期の教育・保育の総合的な提供をはじめ、質的改善及び向上を図ります。 

また、保護者の多様なニーズに対応できるよう、社会資源・地域資源の有効活用に

より各種保育サービスや身近な相談支援、子育て家庭が必要とする情報の提供等とい

った子育て支援サービスの充実を図ります。加えて、学童期の子どもの居場所づくり

の充実を図ります。 

 

 

 

 

妊娠期からの切れ目のない支援を行うことにより、安心して子どもを産み、子ど

もが健やかに育っていくことができるよう、子どもと保護者に対する健康管理の支

援に取り組みます。 

また、近年は発達面で支援が必要な子等が増加傾向にあることから、その早期発

見・早期支援が行えるよう連携体制の強化に取り組みます。更に、障がい児等やそ

の家族が安心して生活をおくることができるよう、障がい児保育や特別支援教育を

はじめ、各種サービスの充実を図ります。 

 

 

 

 

全ての子どもが人権を尊重され健やかに育ち・学ぶことができるよう、児童虐待の

未然防止に向けた対策を充実するとともに、虐待の早期発見・早期対応等に取り組み

ます。 

また、ひとり親家庭については、子育てと生計の維持を一人で担わなければならな

いことから、子育て支援や経済的な支援等を行いその自立をサポートしていきます。 

更に、各家庭において仕事と生活の調和（ワークライフバランス）が図られるよう、

育児休業制度や短時間勤務制度等、誰もが働きやすい職場づくりに必要な情報を提供

し、良好な職場環境づくりの周知・啓発に取り組みます。 

  

１．教育・保育と子育て支援の質の向上と安定的な提供 

２．切れ目のない子どもの健やかな育ちの支援 

３．子育てしやすい社会環境の整備 
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３．施策の体系 

  

施策 担当課

①教育・保育施設におけるニーズへの対応 ★
こども企画課
指導課

②幼稚園教諭及び保育士確保の推進
こども企画課
指導課

③公立幼稚園の2・３年保育の推進 指導課

①認可外保育施設への支援の推進 こども企画課

②私立幼稚園との連携 指導課

③認定こども園への移行検討・支援
こども企画課
子育て支援課
指導課

④地域型保育事業の充実 こども企画課

①延長保育事業の推進 子育て支援課

②休日・夜間保育の実施 子育て支援課

③幼稚園における預かり保育事業の実施 指導課

④幼稚園における施設開放等の推進 指導課

①一時預かり事業の充実 こども企画課

②地域子育て支援拠点事業の充実 こども企画課

③利用者支援事業の充実  ★
こども企画課
健康増進課

④ファミリー・サポート・センター事業の充実 こども企画課

⑤病児・病後児保育事業の充実 子育て支援課

⑥子育て短期支援事業の充実 児童家庭課

⑦子ども・子育て支援の情報提供
こども企画課
子育て支援課
健康増進課

①児童センターの充実 こども企画課

②児童健全育成巡回事業「じゃんけんぽん」の継続実施 こども企画課

③放課後児童健全育成事業の推進  ★ こども企画課

④放課後子ども教室の継続実施及び連携
生涯学習課
こども企画課

⑤子どもの居場所運営支援事業の継続・拡充 生活福祉課

健康増進課

②こんにちは赤ちゃん事業の推進 健康増進課

③妊娠期からの切れ目のない支援
健康増進課
こども企画課

④親と子の保健対策の推進 健康増進課

①特別支援保育の推進  ★ 子育て支援課

②巡回保育事業の充実 子育て支援課

③医療的ケア児の受け入れの推進
子育て支援課
指導課

④特別支援教育事業の充実  ★ 指導課

①育ちの支援に関する相談、支援の推進 健康増進課

②児童発達支援事業及び放課後等デイサービス事業の推進 障がい福祉課

③児童センター等における障がい児の受け入れ こども企画課

④放課後児童クラブにおける障がい児の受け入れ こども企画課

⑤障がい児をもつ家族への支援 障がい福祉課

①育児支援家庭訪問事業（養育支援訪問事業）の推進 児童家庭課

②要保護児童対策地域協議会の充実 児童家庭課

③虐待のある家庭等に対する対応の充実 児童家庭課

④家庭児童相談室における児童相談の充実 児童家庭課

①母子及び父子家庭等医療費助成の推進 児童家庭課

②児童扶養手当支給への適切な対応の実施 児童家庭課

③保育所等入所及び利用料補助の継続実施
子育て支援課
こども企画課

①仕事と生活の調和に向けた意識啓発
市民協働推進課
産業政策課

②企業等に対する働きかけの実施 産業政策課

3-1児童虐待の防止に
向けた対策の推進  ★

3-2ひとり親家庭への
自立支援

3-3仕事と家庭の両立
支援の推進

基本目標１．教育・保育と子育て支援の質の向上と安定的な提供

取り組み名称

①妊婦健診等の推進

基本目標２．切れ目のない子どもの健やかな育ちの支援

基本目標３．子育てしやすい社会環境の整備

2-1母子保健の充実

2-2教育・保育施設に
おける障がい児・発達
面で支援が必要な子等
への支援

2-3障がい児・発達面
で支援が必要な子等へ
の様々な支援

1-1幼児期の教育・保
育の総合的な推進

1-2教育・保育施設と
の連携及び支援の充実

1-3教育・保育施設に
おける子育て支援サー
ビスの充実

1-4多様なニーズに対
応した子育て支援サー
ビスの充実

1-5子どもの居場所づ
くり
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４．計画の重点取り組み 

 

本計画に基づく宜野湾市の子ども・子育てに関する取り組みは、子どもが生まれる前（妊娠

期）から小学生までを対象として総合的な施策に取り組むものでありますが、計画期間である

2020 年度（令和 2 年度）から 2024 年度（令和６年度）の 5 年間において、本市における

課題やニーズ調査より市民からの要望が高い以下の施策について「重点取り組み」として位置

づけ、積極的に推進するものとします。 

 

 

 

教育・保育におけるニーズが多様化しているなか、令和元年 10 月 1 日から幼児教育・保育の

無償化が始まり、更なる教育・保育のニーズが増加する事が予想されます。そのニーズを適正に

把握するとともに、各施設の定員適正化等を図り、待機児童の解消等に向けて取り組みを行いま

す。 

指標 2019 年度実績 2024 年度目標 

保育施設の待機児童数（4 月 1 日時点） 71 名 0 名 

 

 

 第１期計画からの取り組みにより、放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の整備を進

め、定員確保に努めてきました。現時点において、量の見込みを満たしている状況ですが、地域

ニーズのマッチング等の課題で待機児童が発生している状況です。今後は地域毎のニーズを考慮

し、定員適正化を図り、待機児童の解消に向けて取り組みを行います。 

指標 2019 年度実績 2024 年度目標 

放課後児童クラブの待機児童数（5 月 1 日時点） 80 名 0 名 

 

 

 

子育てに関する情報提供等を行う利用者支援事業について、待機児童となっている保護者の状

況や希望をうかがい、認可外保育施設等の情報提供を行う特定型及び妊娠期から相談等に対応す

る母子保健型を実施しております。今後、待機児童の解消に伴い特定型を廃止し、保護者の個々

のニーズに応じた利用者支援や関係機関との連絡調整、連携・協働の体制づくり等の連携に取り

組む「基本型」の実施に向け、取り組みを行います。 

指標 2019 年度実績 2024 年度目標 

利用者支援事業の実施数 2 事業（特定型・母子

保健型） 

2 事業（基本型・母子

保健型） 

1-1-① 教育・保育施設におけるニーズへの対応 ★ 

1-5-③ 放課後児童健全育成事業の推進 ★ 

1-4-③ 利用者支援事業の充実 ★ 
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 現在全ての認定こども園及び認可保育所において、特別支援保育を実施しておりますが、近年、

発達面で支援が必要な子等が増え、対応の充実が必要となっています。 

 今後も、障がい児や発達面で支援が必要な子等が安心して地域の保育所等で、保育を受ける環

境づくりに努めるとともに、認可外保育施設等への巡回保育事業の強化を図ります。 

また、学習障がいや高機能自閉症等の幼児・児童への支援として、特別支援教育支援コーディ

ネーターの配置・派遣による特別支援教育の充実に取り組みます。 

 

指標 2019 年度実績 2024 年度目標 

特別支援保育の入所率（入所人数/加配判定） 94.4％    100％ 

特別支援教育の利用者満足度 89％ 90％ 

 

 

 

 児童虐待に対して、適切な対応が可能となるよう、教育、医療、保健、福祉等を含めた関係機

関との連携を図るとともに、子どもの相談全般への対応、虐待防止に関する意識啓発活動として

の講演会や研修会等の充実等、課題解決に向けて取り組んでいきます。 

 

指標 2019 年度実績 2024 年度目標 

児童福祉支援者研修会及び講演会参加者の満足度 90％ 90％ 

 

  

2-2-①④ 特別支援保育の推進・特別支援教育事業の充実 ★ 

3-1 児童虐待の防止に向けた対策の推進 ★ 
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第４章   子ども・子育て支援施策の展開 

 

基本目標１：教育・保育と子育て支援の質の向上と安定的な提供 

 

基本施策 1-1：幼児期の教育・保育の総合的な推進 

 平成 27 年度から子ども・子育て支援新制度が始まり、幼児教育・保育の量的拡大及び質の改

善について、取り組みを実施してきました。第２期計画については、令和元年 10 月から実施さ

れた幼児・教育保育の無償化の動向も踏まえながら、教育・保育のニーズに対する定員確保に向

けて取り組んでいきます。 

 また、毎年多くの保育士・幼稚園教諭資格保持者が、大学や専門学校等で養成されているとこ

ろですが、保育士・幼稚園教諭の不足が深刻な問題となっており、今後も県や関係機関と連携し、

保育士・幼稚園教諭の確保に努めます。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

1 教育・保育施設におけ

るニーズへの対応 

・教育及び保育ニーズに対応した

定員枠の確保に努めます。 

・こども企画課 

・指導課 

 

2 幼稚園教諭及び保育

士確保の推進 

・保育士確保に係る補助金等を活

用し、保育士等の確保に努めます。 

・保育所等に勤務する保育士の子

については、点数加算により、優先

的に入所しやすくなるような条件

整備を継続して行います。 

・こども企画課 

・指導課 

教育振興基本

計画 

3 公立幼稚園の 2・３年

保育の推進  

・保護者ニーズに対応した２年保

育の充実及び、３年保育の受入体

制の整備に努めます。 

・指導課 教育振興基本

計画 
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基本施策 1-2：教育・保育施設との連携及び支援の充実 

 質の高い教育及び保育の実施においては、教育・保育施設との連携が重要となります。認可外

保育施設への支援をはじめ、私立幼稚園等との連携を図り、更なる教育・保育の質の向上を図っ

ていきます。 

 また、多様なニーズに対応するため、既存保育所等の認定こども園化への支援を行うとともに、

公立施設においても、認定こども園移行の検討を行います。地域型保育事業所においても、保育

所等と連携を図れるよう、引き続き支援を行います。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 認可外保育施設への

支援の推進 

・認可外保育施設への支援を継続

し、入所児童の処遇向上に努めま

す。 

・認可外保育施設の保育士等を対

象とした各種研修会を開催し、保

育の質の向上に努めます。 

・こども企画課  

2 私立幼稚園との連携 ・私立幼稚園と小学校、行政との

連携に努めます。 

・指導課 教育振興基本

計画 

3 認定こども園への移

行検討・支援 

・多様なニーズに対応するため、

公立保育所及び幼稚園の認定こど

も園移行を検討します。 

・法人施設からの認定こども園移

行について支援を行います。 

・こども企画課 

・子育て支援課 

・指導課 

 

4 地域型保育事業の充

実 

・全国でも課題のある連携施設の

確保について、支援を行います。 

・こども企画課  
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基本施策 1-３：教育・保育施設における子育て支援サービスの充実 

 教育・保育施設において、多様なニーズに対応するため、延長保育事業をはじめ、施設の開放

等を引き続き実施いたします。 

 また、夜間保育の充実や休日保育の実施についても、ニーズを見極め、事業実施を検討いたし

ます。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 延長保育事業の推進 

 

・保育所等における延長保育事業

について、引き続き全園での実施

を行います。 

・子育て支援課  

2 休日・夜間保育の実施 

 

・夜間保育については現在１箇所

で実施しており、引き続き事業実

施に取り組むとともに、拡充に向

け検討を行います。 

・休日保育の実施については、ニ

ーズを勘案し、事業実施の調査・検

討を行います。 

・子育て支援課  

3 幼稚園における預か

り保育事業の実施 

 

・私立幼稚園については全園で、

全年齢の預かり保育を実施してい

ます。 

・公立幼稚園は５歳児クラスの長

期預かりについては引き続き実施

し、４歳児クラスの長期預かり、ま

た３歳児保育が実施された場合に

は、併せて３歳児長期預かり実施

を検討します。 

・指導課 教育振興基本

計画 

4 幼稚園における施設

開放等の推進 

・未就園児の親子を含めた地域の

子育て支援を図るため、引き続き、

施設機能の開放を継続します。 

・指導課 教育振興基本

計画 
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基本施策 1-４：多様なニーズに対応した子育て支援サービスの充実 

 教育・保育施設を利用していない子育て家庭が、子育て相談等を実施できる環境を整備すると

ともに、子どもや保護者の疾病等にて、緊急に保育を必要とする家庭への支援を行います。 

 また、市の多様な取り組みを市民へ周知するために、広報の強化を図ります。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 一時預かり事業の充

実 

 

・現在２箇所で実施しています

が、ニーズに対応できるよう４箇

所での実施を目指します。 

・こども企画課  

2 地域子育て支援拠点

事業の充実 

 

・現在 8 箇所で事業を実施してお

り、引き続き子育て家庭への支援

を行います。 

・社会福祉協議会が実施する子育

てサロンとの連携強化も検討しま

す。 

・こども企画課  

3 利用者支援事業の充

実 

 

・現在「特定型」「母子保健型」を

実施しており、子育て支援の情報

提供や相談等を身近な場所ででき

るよう、「基本型」の実施を目指し

ます。 

・こども企画課 

・健康増進課 

 

4 ファミリー・サポー

ト・センター事業の充

実 

 

・地域の子育てに関する会員制の

相互援助活動を推進することによ

り、子育て家庭への支援を行いま

す。 

・市民へ広く制度周知を図るとと

もに、「まかせて会員」の確保、利

用促進に努めます。 

・こども企画課  

5 病児・病後児保育事業

の充実 

 

・現在西側地区の１箇所で実施し

ており、継続実施に取り組みます。 

・東側地区の設置については、今

後のニーズを勘案し、設置検討い

たします。 

・子育て支援課  

6 子育て短期支援事業

の充実 

 

・ショートステイ事業とトワイラ

イトステイ事業の２つの事業形態

があり、本市はショートステイ事

業を実施していますが、活用可能

な施設がないため、実施方法につ

いて、研究するとともに、事業充実

に向けて取り組みます。 

・児童家庭課 第三次ひとり

親家庭自立促

進計画 

7 子ども・子育て支援の

情報提供 

・市 HP 等を活用し、市民に分か

りやすい情報発信を行います。 

・「子育て応援本ポケット」を活用

し、子育て支援に関する周知を実

施します。 

・こども企画課 

・子育て支援課 

・健康増進課 
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基本施策 1-５：子どもの居場所づくり 

 本市では、児童センターや放課後児童クラブ、放課後子ども教室の実施等、児童の健全育成の

場の充実に努めてきました。今後も充実を図るため、各種社会資源・自然資源・人的資源等を活

用し、放課後の居場所づくりの充実に努めます。 

 また、児童等の健全育成に関わる地域団体の育成を進めます。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 児童センターの充実 

 

・児童センターについては平成３

１年４月１日現在、6 箇所設置さ

れ、各中学校区への配置が実現し

ています。今後は小学校区に１箇

所の配置を目標に整備を進めてい

きます。 

・こども企画課  

2 児童健全育成巡回事

業「じゃんけんぽん」

の継続実施 

・児童センターの利用が困難な地

域については、移動児童館「じゃん

けんぽん」が巡回し、児童の遊びの

支援や、指導等を引き続き実施し

ます。 

・こども企画課  

3 放課後児童健全育成

事業の推進 

 

・平成３１年４月 1 日現在、公立

4 箇所、民間３９箇所で実施して

おり、引き続き事業実施を行うと

ともに、定員適正化に努めます。 

・放課後子ども教室との連携した

取り組みについても検討していき

ます。 

・こども企画課  

4 放課後子ども教室の

継続実施及び連携 

 

・現在 3 小学校区で実施してお

り、引き続き実施に向けて取り組

みます。 

・放課後児童クラブと連携したプ

ログラムに取り組みます。 

・生涯学習課 

・こども企画課 

 

5 子どもの居場所運営

支援事業の継続・拡充 

・様々な理由により行き場所のな

い地域の子どもへ、安心安全な居

場所を提供し、学習支援や食事の

提供等に取り組みます。 

・生活福祉課 子ども未来応

援計画 
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基本目標２：切れ目のない子どもの健やかな育ちの支援 

 

基本施策 2-1：母子保健の充実 

 近年、若年妊娠や高齢出産が増加傾向にあり、母体の健康管理を含めて母子の保健対策の充実

が求められています。そのため、妊婦健診等及びこんにちは赤ちゃん事業等を通して、親と子の

健康づくりを支援します。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 妊婦健診等の推進 ・妊婦健診の適正な実施(計 14 回

程度)に努めるとともに、早期の妊

娠届の励行を促進し、妊婦健診の

受診勧奨に取り組みます。 

・産婦健診の公費負担について

も、調査・検討を行います。 

・健康増進課 健康ぎのわん

２１ 

２ こんにちは赤ちゃん

事業の推進 

・乳児のいる家庭への訪問を引き

続き実施し、乳児の健全な育成環

境の確保に取り組みます。 

・健康増進課 健康ぎのわん

２１ 

３ 妊娠期からの切れ目

ない支援 

・妊娠期から子育て期にわたる切

れ目ない支援に対応するため、子

育て世代包括支援センターの設置

に取り組みます。 

・健康増進課 

・こども企画課 

 

４ 親と子の保健対策の

推進 

 

・乳幼児健診や教室等を通して、

望ましい生活習慣を獲得し、主体

的な健康づくりを推進していきま

す。 

・保健師等の個別支援により、

個々に応じた保健相談も引き続き

取り組んでいきます。 

・健康増進課 健康ぎのわん

２１ 

 

  



 

79 

基本施策 2-2：教育・保育施設における障がい児・発達面で支援が必要な子等への支援 

 障がい児や支援が必要な子が、集団で保育及び教育を受けることができるよう、特別支援保育

事業や、特別支援教育事業を行います。 

 また巡回保育事業を通して、気になる子の早期発見や、施設・保護者への支援を実施いたしま

す。医療的ケア児についても保育施設での受け入れについて、検討を行います。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 特別支援保育の推進 ・現在市内の認定こども園及び認

可保育所の全園で特別支援保育を

実施しており、引き続き事業実施

に取り組みます。 

・子育て支援課  

２ 巡回保育事業の充実 ・保育施設等へ臨床心理士等の専

門職が巡回を行い、障がい児や気

になる子の早期発見、支援を行い

ます。 

・子育て支援課  

３ 医療的ケア児の受け

入れの推進 

・医療的ケア児の支援ニーズや保

育・学校現場等の状況を踏まえ、対

象児童の様態や成長に合わせた支

援を前提とした上で、集団保育・集

団教育の実施(医療的ケア児の受

け入れ)を推進します。 

・子育て支援課 

・指導課 

 

４ 特別支援教育事業の

充実 

・学習障がいや高機能自閉症等の

幼児・児童・生徒への対応として、

特別支援教育支援コーディネータ

ーの配置、特別支援教育支援員の

派遣を引き続き実施します。 

・指導課  
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基本施策 2-3：障がい児・発達面で支援が必要な子等への様々な支援 

障がい児やその家族が安心して生活していくことができるよう、各種サービスの活用による放

課後等の居場所の確保を図ります。また、相談・情報提供体制の充実や、関連各課・関係機関等

の連携により発達障がい児に対する支援の充実に取り組みます。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 育ちの支援に関する

相談、支援の推進 

・言葉や発達に不安や支援の必要

な子について、個別相談や教室を

実施しており、引き続き取り組ん

でいきます。 

・健康増進課 健康ぎのわん

21 

２ 児童発達支援事業及

び放課後等デイサー

ビス事業の推進 

・障がい児を対象に療育を提供す

るサービスです。民間事業所が市

内外にあり、利用者が選択できる

ようになっております。引き続き

対応ができるよう、関係機関と連

携を強化します。 

・障がい福祉課 第 4 次障がい

者基本計画 

３ 児童センター等にお

ける障がい児の受け

入れ 

・障がいの有無にかかわらず、身

近な場所を利用し共に学び遊ぶこ

とを通してお互いに尊重しあい、

成長していくために、引き続き障

がい児の利用、受け入れに努めて

いきます。 

・こども企画課  

４ 放課後児童クラブに

おける障がい児の受

け入れ 

・公立及び私立の放課後児童クラ

ブでの、障がい児受け入れを促進

するため、受入体制の整備検討を

行います。 

・こども企画課  

５ 障がい児をもつ家族

への支援 

 

・日中一時支援事業について、障

がい児をもつ家族の負担軽減及び

一時的な休息のため、引き続き事

業実施に取り組みます。 

・関係機関と連携を図りながら相

談・情報提供体制の充実を図りま

す。 

・ペアトレ・ティーチャーズトレ

ーニング、ペアプロの継続実施に

努めます。 

・障がい福祉課 第 4 次宜野湾

市障がい者基

本計画 
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基本目標３：子育てしやすい社会環境の整備 

基本施策 3-1：児童虐待の防止に向けた対策の推進 

 子どもが健やかに育っていくためには、子ども一人ひとりの人権が尊重されることが大切です。

特に、児童虐待は子どもの人権を著しく侵害し、子どもの心身の成長や人格形成に重大な影響を

及ぼすものです。 

 児童虐待の未然防止と早期発見・早期対応を図るとともに、虐待が発生した際にきめ細やかな

支援と再発防止を行うため、関係各課・関係機関の連携を強化していきます。また、児童虐待の

未然防止には、子育て不安の早期解消が非常に重要であることから、ハイリスク世帯へのアプロ

ーチや相談、養育支援の実施を図ります。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 育児支援家庭訪問事

業（養育支援訪問事

業）の推進 

・児童の養育に支援が必要である

にも関わらず、自ら支援を求める

ことが困難な状況にある家庭に対

し、定期的な訪問支援を行い、育児

不安の早期対応・児童虐待の未然

防止に努めます。 

・児童家庭課  

2 要保護児童対策地域

協議会の充実 

・要保護児童対策地域協議会にお

いて、関係機関との円滑な連携・協

力を確保するとともに、児童虐待

防止の啓蒙啓発活動に取り組みま

す。 

・児童家庭課  

3 虐待のある家庭等に

対する対応の充実 

・虐待のある家庭やその恐れのあ

る家庭に対して、関係機関と連携

を図りつつ、諸制度や相談機能の

活用、地域への見守りの依頼の対

応等を引き続き実施します。 

・児童家庭課  

4 家庭児童相談室にお

ける児童相談の充実 

・家庭相談員を配置し、子どもの

相談全般に対応しており、適宜関

係機関と連携を図りながら課題解

決に取り組みます。 

・相談件数が増加傾向にあるた

め、家庭児童相談室の機能強化を

図り、相談対応の充実及び課題解

決に努めます。 

・児童家庭課  
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基本施策 3-2：ひとり親家庭への自立支援 

 本市においては、離婚率の上昇を背景に、ひとり親家庭が増加しています。ひとり親家庭は、

子育てと生計の維持を一人で担わねばならず、経済的な困窮や、子育てをはじめとする生活の不

安や悩みを抱えやすい傾向にあります。 

 ひとり親家庭が安心できるよう、自立に必要な情報を提供するなど就労や子育てサポートを行

い、自立支援を図ります。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 母子及び父子家庭等

医療費助成の推進 

・母子及び父子家庭等の入院また

は通院による治療に際し、医療費

の助成事業を継続して実施いたし

ます。 

・児童家庭課 第三次ひとり

親家庭自立促

進計画 

2 児童扶養手当支給へ

の適切な対応の実施 

・ひとり親家庭の生活安定と、自

立促進のため、児童扶養手当の支

給を行うとともに、受給 5 年経過

等受給者に対し、減額支給制度の

周知徹底と必要な手続きの勧奨を

図ります。 

・児童家庭課 第三次ひとり

親家庭自立促

進計画 

３ 保育所等入所及び利

用料補助の継続実施 

・ひとり親家庭の子どもの保育

所や公立の放課後児童クラブの

入所選考時において、点数加算

による優先的配慮を継続しま

す。 

・認可保育所に入れず、認可外保

育施設を利用しているひとり親

家庭を対象とし、保育料等の補

助事業を継続実施します。 

・子育て支援課 

・こども企画課 
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基本施策 3-３：仕事と家庭の両立支援の推進 

 全ての市民が、その個性と能力を活かし、様々な分野で活躍することは、個々の人生を豊かに

すると同時に、地域社会に活力をもたらします。また、子どものより良い育ちを実現するために

は、男女が共に子どもの健やかな育ちと子育てにおいて役割を果たすことが必要です。 

 男女共同参画社会を実現させるためにも、「仕事と生活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）

について意識啓発や性別による固定的役割分担の見直し、育児・介護休業などを取得しやすい職

場環境づくりを行い、男女が共に子育ての喜びと責任を分かち合える社会を形成していきます。 

 

NO 取り組み名称 取り組み内容 担当課 関連計画・個

別計画 

１ 仕事と生活の調和に

向けた意識啓発 

・様々な機会を活用し、育児休業

制度やワーク・ライフ・バランスの

重要性について市民への啓発を図

り、仕事と子育てを両立しやすい

社会の実現に努めます。 

・市民協働推進

課 

・産業政策課 

第二次宜野湾

市産業振興計

画 

 

2 企業等に対する働き

かけの実施 

・商工会等と連携し、市内事業所

に対して労働条件改善のための啓

発活動を実施していくとともに、

産休・育休等を取りやすい環境づ

くりの促進を図ります。 

・産業政策課 第二次宜野湾

市産業振興計

画 
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第５章   子ども・子育て支援法に定める事業計画 

 

本計画では子ども・子育て支援法に基づき、幼児期の学校教育・保育及び地域子ども・子育て

支援事業の利用に関する「量の見込み」（需要量）を算出するとともに、「量の見込み」に対応す

る事業の「確保方策」（事業内容や供給量、実施時期）の計画を位置づけることが義務づけられて

います。更に、保護者や子どもが居宅より容易に移動できる範囲で子ども・子育てに関するサー

ビスを受けることのできるよう、地域の実情に応じて「教育・保育提供区域」を設定し、区域毎

に「量の見込み」及び「確保方策」を立てる必要があるとされています。 
 

１．教育・保育提供区域の設定 

（１）国の基本指針における教育・保育提供区域の考え方 

子ども・子育て支援法に基づく国の基本方針では、市町村は地理的条件、人口、交通事情そ

の他社会的条件、現在の教育・保育の利用状況、教育・保育を提供するための施設の整備状況

その他の条件を総合的に勘案し、地域の実状に応じて、保護者や子どもが居宅より容易に移動

することが可能な区域（以下、「教育・保育提供区域」という。）を定める必要があるとしてお

り、区域ごとに事業の必要量を算出するとともに、事業内容や実施時期を示さなければならな

いとされています。 
 

国の区域設定における考え 

◆地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、教育・保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を

総合的に勘案して定める 

◆小学校区単位、中学校区単位等、地域の実状に応じて、保護者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な

区域を定める 

◆地域型保育事業の認可の際に行なわれる需給調整の判断基準となることを踏まえる 

◆教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域設定とすることが基本となる 

◆教育・保育施設等及び地域子ども・子育て支援事業の広域利用の実態が異なる場合には、実状に応じて、区分ま

たは事業ごとに設定することができる 

 

幼児期の学校教育・保育の「量の見込み」・「確保の内容」・「実施時期」のイメージ 

 

 

●●●区域 

1 年目（2020 年度） 2 年目（2021 年度） 3 年目 

3～5 歳 0～2 歳 3～5 歳 0～2 歳  

学 校 教 育

のみ 

保育の必要

性あり 

保育の必要性

あり 

学校教育

のみ 

保育の必

要性あり 

保育の必

要性あり 

 

1 号認定 2 号認定 3 号認定 1 号認定 2 号認定 3 号認定 

①量の見込み  

（必要利用定員総数) 
300 人 200 人 200 人 300 人 200 人 200 人  

②
確
保
の
内
容 

（教育保育施設）  

認定こども園、  

保育所、幼稚園 

300 人 200 人 80 人 300 人 200 人 150 人 
 

地域型保育事業   20 人   30 人 

②-① 0 0 ▲100人 0 0 ▲20 人  

 

区域ごとに下の表を

作成する必要があり 

認定区分ごとに記載 ニーズ調査をベースに区域、年度認

定区分ごとの量の見込みを算出 
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（２）宜野湾市における教育・保育提供区域の考え方 

教育・保育提供区域を設定するにあたり、「広い範囲（全市）」と「狭い範囲（小学校区）」を

想定し、それぞれの範囲による以下のメリット・デメリットを考慮し、第 1 期計画を踏襲する

ものとします。 

 

◆区域の範囲におけるメリットとデメリット 

区域の範囲 メリット デメリット 

狭い範囲の場合 

（小学校区など） 

・区域内の施設・事業が整備され、自宅

からの利用が容易となり、利便性が高

まる。 

・区域内に、多数の施設・事業

を整備する必要が生じる可

能性があり、一時的な需要の

増減に左右されやすい。 

（⇒区域内の供給不足は当該

区域内で整備することになり、

隣接区域の供給に余裕があっ

ても、当該区域で整備する必要

性が生じる。） 

広い範囲の場合 

（市全域） 

・広域的な観点から施設を配置でき、現

在の利用者の利用状況に応じた検討が

可能。 

・一時的な需要の増減に対して、広域で

調整がしやすい。 

・勤務地等の都合で、住まいの

地域以外の施設や事業を希

望するニーズを吸収できな

い。 

・利用者の自宅付近に利用可

能な施設や事業が無い可能

性があり、利用者の利便性が

損なわれることのないよう

配慮が必要となる。 

 

上記より、区域設定が狭すぎる場合（小学校区などで設定した場合）、需要の一時的な増減に左

右されやすく、仮に隣接地域の供給に余裕があったとしても当該地域で整備する必要性が生じ、

供給側の効率的な事業提供や定員制限等の負担が懸念されます。 

一方で、“保護者や子どもが居宅から安易に移動することが可能な区域を定める”という国の指

針からも、市全域からある程度の区分けが必要と考えます。ただし、事業によっては、市全域を

対象としたものも存在しており、事業の内容も勘案しつつ望ましい区域設定を行っていく必要が

あります。また、本市の中央には基地があり、東側（330 号側）と西側（58 号側）を行き来し

づらいという事情があり、地域性も異なります。 

したがって、「幼児期の学校教育・保育」に係る事業量の検討にあたっては、本市の地域的な結

びつきと他計画との整合性を踏まえ、中学校区を東西で２区域に分けた２地域区分を基本に、必

要性に応じ中学校区の範囲で区分を行うものとし、第 2 期計画においても、第 1 期計画を踏襲

し、以下の２区域を基本に「教育・保育提供区域」を設定します。 

 

    東側地区：宜野湾中学校区、嘉数中学校区 

    西側地区：普天間中学校区、真志喜中学校区 
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なお、「地域子ども・子育て支援事業」に係る事業にあたっては、15 事業のうち、延長保育事

業や一時預かり事業、放課後児童健全育成事業などを除き、それ以外の事業については市全体を

１つの区域としていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設・事業名 教育・保育提供区域 

幼児期の学校教育・保育 

 ① 教育・保育施設  

（認定こども園、保育所(園)、幼稚園） 
●２地域区分 （東側地区・西側地区） 

② 地域型保育事業 （小規模保育事業・家庭的保育・居宅訪問型保育・

事業所内保育） 

地域子ども・子育て支援事業  

 ①延長保育事業 

●２地域区分 （東側地区・西側地区） ②一時預かり事業（幼稚園型） 

③一時預かり事業（幼稚園以外） 

④病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業 ●市全域 

⑤ファミリー・サポート・センター事業（就学児のみ） 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ） 

⑦地域子育て支援拠点事業 

⑧利用者支援事業 

⑨放課後児童健全育成事業 ●２地域区分 （東側地区・西側地区） 

⑩多様な主体の参入促進事業 ●市全域 

⑪実費徴収に伴う補足給付事業 

⑫乳児家庭全戸訪問事業 

⑬養育支援訪問事業 

⑭子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業 

⑮妊婦健診 
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２．教育・保育、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みの考え方 

本計画は、計画期間の 5 年間における幼児期の学校教育や保育、地域子ども・子育て支援事業

の実施について、必要とされる量の見込みを算出し、その提供体制の確保の内容及び実施時期を

定めることとなっています。 

 

（１）認定区分について 

量の見込みは、「認定区分」や「家庭類型」などを振り分けた上で算出を行うことになっていま

す。 

認定区分については、年齢と保育の必要性（事由・区分）に基づき、１・２・３号に区分しま

す。 

 

◆認定区分と提供する施設 

認定区分 認定区分の内容 提供する施設 

１号認定 ３～５歳：学校教育のみ 幼稚園・認定こども園 

２号認定 ３～５歳：保育の必要性あり 保育所・認定こども園 

３号認定 ０～２歳：保育の必要性あり 保育所・認定こども園・地域型保育事業 

 

（２）家庭類型について 

幼児期の学校教育や保育、地域子ども・子育て支援事業のニーズ量を把握するためには、１・

２・３号の認定区分に対し、どれだけの家庭が該当するのかを想定する必要があります。 

そのため、ニーズ調査結果をもとに、配偶者の有無、両親の就労状況、今後の就労形態・就労

時間の転換希望、現在利用している教育・保育施設、今後利用したい教育・保育施設より、以下

の８種類の類型化を行っています。なお、類型化した区分を家庭類型と言い、「現在の家庭類型」

を基本に、今後の就労形態・就労時間の希望を踏まえ、「潜在的な家庭類型」を算出しています。 

 

◆家庭類型 

Ａ ：ひとり親家庭 

Ｂ ：フルタイム共働き 

Ｃ ：フルタイム×パートタイム共働き…フルタイム・パートタイム共働き家庭のうち、パートにおける就労

時間が長く、定期的な保育の事業を利用している（希望する）家庭 

Ｃ´：フルタイム×パートタイム共働き…フルタイム・パートタイム共働き家庭のうち、パートにおける就労

時間が短く、学校教育のみを利用している（希望する）家庭 

Ｄ ：専業主婦（夫）家庭 

Ｅ ：パート×パート…両親ともパートタイム共働き家庭のうち、パートにおける就労時間が長く、定期的な

保育の事業を利用している（希望する）家庭 

Ｅ´：パート×パート…両親ともパートタイム共働き家庭のうち、パートにおける就労時間が短く、学校教育

のみを利用している（希望する）家庭 

Ｆ ：無業×無業 

 

  



 

89 

【第 1 段階：現在の家庭類型の抽出 】 

ニーズ調査より、以下の条件で家庭類型（現在）を振り分ける。 

・配偶者の有無 

・父親及び母親の就労状況 

・パート等短時間就労の場合の就労時間及び教育・保育事業の利用状況・利用希望 

（学校教育のみ希望者の抽出） 

 

【第２段階：潜在的な家庭類型の抽出 】 

ニーズ調査より、以下の条件で家庭類型（現在）を振り分ける。 

・母親の将来の就労希望 

・母親が将来希望する就労形態 

・パート等短時間就労の場合の就労時間及び教育・保育事業の利用状況・利用希望 

（学校教育のみ希望者の抽出） 

 

（３）人口推計について 

子ども・子育て支援事業等の量の見込みの算出に当たっては、アンケート結果を「認定区分」

や「家庭類型」で振り分けた上で、将来人口推計を反映させていくことになります。 

人口推計については、各年齢別・各年別に推計することができるよう、コーホート変化率法で

実施しています。 

【コーホート変化率法について 】 

「コーホート」とは同じ年（又は同じ期間）に生まれた人々の集団のことをいいます。 

過去における実績人口の増減を変化率として捉え、その率が将来も大きく変化しないものとし

て推計する方法です。 

 

◆人口推計の方法  

 

 ＜０歳人口の推計＞  ＜１歳以上の各年齢別人口の推計＞ 

 

  
女性年齢５歳階層別出生率 基準年の男女別１歳階級別人口  

（実績値） 

女子年齢５歳階層別推計人口 

推計年の男女別０歳人口  
（2020 年～2024 年） 

推計年の男女別１歳階級別人口  
（2020 年～2024 年） 

推計年の将来人口 
 （2020 年～2024 年） 

× 

 

× 

 コーホート変化率 
（実績値の 1 年間での変化率（過去数年分平均）） 
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計画期間内における児童数推計結果 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

13,984 14,046 14,039 14,006 13,949 13,888 13,815 13,692 13,526 13,400
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◆第 2 期計画期間（2020～2024 年）における児童数の推計結果について 

 0～11 歳までの対象児童人口の推計結果としては、第 2 期計画期間（2020～2024 年）に

おいては、微減傾向で推移する結果となっています。 

 なお、就学前児童（0～5 歳）及び就学児童（6～11 歳）の人口についての推計結果は以下の

ような傾向となっています。 

 

 

0～11 歳人口：2016 年の 14,046 人をピークとして、第 2 期計画期間においては、微減

傾向で推移する推計結果となっています（2024 年：13,400 人）。 

 0～5 歳人口：第 1 期計画期間の 2015 年の 7,305 人から微減傾向で推移し、第 2 期計

画期間においても、同様の傾向が続く推計結果となっています（2024 年：

6,510 人）。 

 6～11 歳人口：「0～11 歳人口」及び「0～5 歳人口」とは異なり、第 1 期計画期間より微

増で推移し、第 2 期計画期間においてもしばらく横ばい（約 7,000 人）と

なるものの、2022 年から微減傾向となる推計結果となっています（2024

年：6,890 人）。 

  

■推計児童数
2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

0歳 1,119 1,107 1,092 1,077 1,061
1歳 1,120 1,137 1,125 1,110 1,095
2歳 1,175 1,101 1,118 1,106 1,091
3歳 1,164 1,164 1,089 1,106 1,094
4歳 1,158 1,161 1,160 1,086 1,103
5歳 1,150 1,138 1,140 1,139 1,066
6歳 1,164 1,159 1,147 1,149 1,148
7歳 1,148 1,173 1,167 1,154 1,157
8歳 1,159 1,139 1,164 1,158 1,145
9歳 1,206 1,152 1,132 1,157 1,151
10歳 1,180 1,208 1,154 1,134 1,159
11歳 1,145 1,176 1,204 1,150 1,130

0歳 1,119 1,107 1,092 1,077 1,061
1・2歳 2,295 2,238 2,243 2,216 2,186
3～5歳 3,472 3,463 3,389 3,331 3,263

就学前
合計

6,886 6,808 6,724 6,624 6,510

6～8歳 3,471 3,471 3,478 3,461 3,450
9～11歳 3,531 3,536 3,490 3,441 3,440

小学生
合計

7,002 7,007 6,968 6,902 6,890

対象児童
（合計）

13,888 13,815 13,692 13,526 13,400
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（４）事業区分ごとの量の見込みの算出について 

量の見込みを算出する項目（事業）ごとに、アンケート結果から“利用意向率”を算出し、将来

の児童数を掛け合わせることでニーズ量を算出しています。 

量の見込み算出の全体的な流れは以下のとおりです。 

 

◆量の見込み算出の流れ 

 

○家庭類型（現在）の算出 

アンケート調査結果より、 

・子どもの年齢 

・配偶者の有無 

・父親及び母親の就労状況 

・パート等短時間就労の場合の就労時間及び教育・保育事 

業の利用状況・利用希望（学校教育のみ希望者の抽出） 

を用い、現在の家族類型の率を算出。 

 

○家庭類型（潜在）の算出 

家庭類型（現状）を基にアンケート調査結果より、 

・母親の将来の就労希望 

・母親が将来希望する就労形態 

・パート等短時間就労の場合の就労時間及び教育・保 

育事業の利用状況・利用希望（学校教育のみ希望者 

の抽出）を反映させ、潜在的な需要を勘案した家庭 

類型（潜在家庭類型）の率を算出。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※基本的な算出の流れ 

事業によって若干方法は異なるが、概ね以下の流

れで事業量を算出することになる。 

①家庭類型別「児童実数」の算出 

（目標年の推計児童数×潜在家庭類型） 

②サービス必要人数（若しくは日数）の算出 

（①×家庭類型別のサービス利用率※） 

※現状の利用率+利用意向の割合 

 

保育の必要性を勘案した認定区 分
ごと（０～２歳、３～５歳）の 割合
の算出 

『「量の見込み」の集計の手引き』を活用した事業 
ごとの算出方法の検討 

事業ごとの算 
出方法の検討 

人口推計結果
（推 計児童
数）の反映 

【幼児期の学校教育・保育】 【幼児期の学校教育・保育】 

就学前児童について、以下を区分  

①満３歳以上で保育を必要としない子  

②満３歳以上で保育を必要とする子  

③満３歳未満で保育を必要とする子 

ワークシートを活用した事業ごとの量の把握 

教育・保育提供区域別割合の算出 

ワークシートを活用した事業ごとの

量の把握 

ワークシートによらない事業につい 

て実績等を用いた算出方法の検討・量 

の把握 

教育・保育提供区域別割合の算出 

なお、上記の流れを基本にニーズ量を算出していますが、現状との乖離の状況等を分析
した上で、合理的な条件設定としていくなど、必要に応じて補正を行っています。 
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３．幼児期の教育・保育の事業計画 

 

（１）検討の前提として 

教育・保育事業の確保にあたっては、その前提として、子ども・子育て支援新制度における

三つの目的である「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的提供」「保育の量的拡大・確保」

「地域の子ども・子育て支援の充実」を念頭におきつつ、地域の実情に応じて計画内容を位置

づけていくものであり、そうした考え方に留意しつつ検討を行っていくものとします。 

 

（２）確保方策検討の視点 

確保方策については、子ども・子育てを取り巻く本市の現状を鑑み、以下の２つの視点を踏

まえて検討を行います。 

 

① 待機児童の解消に向けた取り組み 

本市においては、待機児童の解消に向けて、認可保育所の創設や増改築等により入所定員増

等を進めてきましたが、いまだ待機児童が解消されていないことをはじめ、2019 年 10 月に

スタートした「幼児教育・保育の無償化」による保育需要の増加も一定程度想定されることか

ら、今後もニーズに対応した受け皿の確保が求められています。 

しかし、第 2 期計画期間中（2020～2024 年度）において対象児童数は、微減傾向で推移

することが見込まれており、これまでと同様に施設の整備を進めていくと、将来的に保育施設

の供給が過剰となることが予想されます。 

こうしたことから、今後の保育需要への対応としては、既存施設における定員枠の拡大をは

じめ、認可保育所等による受け皿確保を中心としながら、保育の質の担保にも留意していきま

す。加えて、小規模保育事業や家庭的保育事業等からなる「地域型保育事業」による受け皿確

保も並行して検討し、ニーズの増減に対して柔軟に対応していく必要があります。 

なお、認定こども園については、待機児童の解消と教育ニーズへ対応するため、計画的な整

備を検討していきます。 

教育・保育ニーズに対応した受け皿を確保するには、「人材の確保」が大きな課題であること

から、潜在保育士等の確保・育成をはじめ、就労環境の改善などの条件整備についても取り組

むことが必要となります。 
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②幼稚園教育における本県の特殊事情への対応 

本県にあっては、戦後、米軍統治下であったため児童福祉法が適用されず、全国に比べて保

育所整備が遅れた一方、公立幼稚園は、米軍の強い指導もあって早い時期から小学校に併設さ

れたという経緯があり、その結果、小学校就学前の５歳児において集団教育に慣れさせるため

公立幼稚園に就園させることが一般的なものとなっており、保育を必要とする場合であっても

幼稚園への就園を選択する場合が多い状況にあります。 

また、私立幼稚園においては３～５歳児の３年保育を基本として預かり保育も充実している

など、幼稚園を取り巻く状況は全国とは大きく異なっています。 

そうした中、共働き家庭やひとり親家庭の増加等に伴い保育を必要とする幼児が増加してお

り、幼稚園就園に際しても午後の預かり保育に対するニーズが高まっています。 

そのため、学校教育ニーズに対応するため、公立幼稚園の複数年保育の拡充、預かり保育の

充実及び認定こども園の整備等も含め、計画的に進めていくことが求められます。 

 

（３）確保方策の基本的な考え方 

本市の教育・保育ニーズの受け皿を確保するために、第 1 期計画で掲げた様々な取り組みを

進めてきたことにより待機児童は、これまでの半数以下にまで減少していますが（2019 年 10

月 1 日時点 105 人）解消に至っていないことから、０歳から就学前までを受け入れることの

できる保育の受け皿の確保を図るとともに、教育と保育を一体的に提供することのできる認定

こども園の設置について計画的に推進できるよう検討していくものとします。 

また、それらで解消できない保育ニーズについて、地域型保育事業による受け皿確保を検討

していきます。地域型保育事業の対象は０～２歳までとなっており、卒園後の受け皿として連

携施設を確保する必要があります。こうした役割は、全ての特定教育・保育施設で担っていく

原則に則り、取り組んでいきます。 
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【施設ごとの確保方策の考え方】―――――――――――――――――――――――― 

１）特定教育・保育施設 

 

①認可保育所 

ア：公立保育所 

・公立保育所 2 園について、確保方策の量を設定します。 

・なお、特定地域型保育事業の卒園後の受け皿を担うため、特定教育・保育施設の中から連携

施設を設定していく必要があることから、公立保育所で卒園後の受け皿を担うことができる

よう、必要に応じて年齢別定員の見直しを検討していくものとします。 

具体的には、０～２歳の低年齢児を減らし、その分３～５歳を増やすなど、定員をシフトし

ていくものとします。 

 

●連携施設としての役割が期待されることから、必要に応じて年齢別定員の見直しを行うこ

ととします。 

 

イ：私立保育所 

・現状の施設での定員増を基本とし、課題となっている保育士確保について取り組みを行いま

す。 

 ・また、令和元年 10 月より実施された幼児教育・保育の無償化によるニーズの増加に注視し、

必要に応じて施設整備等を検討します。 

 

●以下の内容を想定 

＜施設数の増を伴わないもの＞ 

・現状施設での定員増 

・増改築による定員増 

＜施設数の増を伴うもの＞ 

・認可保育所の創設・分園の設置 

・認可外保育施設からの認可化移行 
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②幼稚園 

ア：公立幼稚園 

・公立幼稚園については、施設増の予定はないことから、現行ベースを保ちながらニーズに

応じた確保量を見込んでいくものとします。 

・また、今後は３歳児からの複数年保育や預かり保育の拡充を検討していきます。 

 

イ：私立幼稚園 

・本市に立地する私立幼稚園について事業量を設定します。 

・また、他市町村に立地する私立幼稚園に本市の児童が通っている場合、当該幼稚園が新制

度に移行するのであれば、今後の本市の児童分の確保については、所在市町村と広域調整

を行い事業量の設定を検討していきます。 

 

 

 

③認定こども園 

・現在の 8 園を含め 2024 度までに、566 名分の定員を確保します。 

・幼稚園機能について、利用者総数のうち約３割の家庭が預かり保育を利用すると想定、そ

の分を２号（教育ニーズ）認定分とし、残りを１号認定分として設定します。 

・保育所機能については３歳以上を２号（保育ニーズ）認定、３歳未満を３号認定分として

設定します。 

・なお、特定地域型保育事業の卒園後の受け皿を担うため、連携施設としての役割を果たす

ことができるよう、３歳以上の定員を多めに設定しています。 
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２）確認を受けない幼稚園（私立幼稚園）   

 

①確認を受けない幼稚園（私立幼稚園） 

・私立幼稚園について、新制度への移行していない施設については、現状の私学助成を継続す

るものとします。 

・本市の児童の利用者数を計上し、今後も同数程度の利用者を見込むものとします。 

 

 

３）地域型保育事業 

 

①小規模保育 

・現時点の 14 施設における定員数 260 名の確保を見込むものとします。 

・各園の定員は便宜上 19 名（０歳を３名、１・２歳は８名ずつの定員）として設定します。

※一部 19 名以下の施設もある。 

・毎年約 100 名が卒園することとなり、３歳からの受け入れ先となる連携施設が必要となり

ます。現段階では、保育所等を連携施設として想定し、必要に応じて認定こども園でも検討

していくものとします。 

 

 

②家庭的保育 

・事業実施について、今後のニーズを注視しながら検討することとし、現段階で確保方策の数

値としては計上を行わないものとします。 

 

 

③居宅訪問型保育 

・事業実施について、今後のニーズを注視しながら検討することとし、現段階で確保方策の数

値としては計上を行わないものとします。 

 

④事業所内保育 

・市内の企業・病院・介護施設・大学等について、事業所内保育の実施および地域枠の確保を

働きかけていくものとします。 

・ただし、現時点で新規の見込みがないことから、現在 2 施設の定員について確保方策として

見込むものとします。 

 

●事業所内保育（2 箇所）を確保、定員は計 28 名として設定します。 
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４）認可外保育施設     ※市町村または県が一定の基準に基づき運営支援を行っている認可外保育施設 

 

①認可外保育施設 

・認可外保育施設に対して認可化移行を支援するための助成を行っている場合、当該認可外保

育施設については、待機児童のカウントから除外されることとなります。 

 

②企業主導型保育事業 

・現在は、7 施設で定員 84 名となっています。 

・今後も、既存の 7 施設で定員 84 名を維持することとして、確保方策に計上しています。 

 

 

（４）確保方策のまとめ 

 

第 2 期計画期間（2020～2024 年度）において、本市の対象児童数は微減傾向で推移する

ことが想定されているものの、現時点において待機児童の解消に至っていないことから、建て

替え事業や新規開所、定員数の変更（定員枠の拡大）などにより、受け入れ枠を確保すること

とし、2020 年度には待機児童の解消を目指すものとします。 

現在、認可保育所においては、待機児童の増加に伴い、現行の保育士配置基準の範囲内及び

面積基準の範囲内において、定員を超えた弾力的な受け入れを行っています。しかしながら、

新制度においては定員の運用が厳格化され、確保方策については定員の範囲内で行うことが求

められています。 

本市の現状としては、保育士配置基準及び面積基準を満たした上で定員を弾力運用して児童

の受け入れを行っており、「預かり児童数に合わせて定員設定を見直す」ことにより施設整備や

保育士の拡充を図らずとも「現状の入所児童分の受け皿を確保することが可能」となります。 
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◆教育・保育の見込み量と確保方策（認定区分における確保方策） 

 

【市全体】

教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳

801 368 2,048 1,602 480 799 367 2,042 1,562 474 782 359 1,999 1,566 468 768 353 1,965 1,547 462 753 340 1,924 1,526 455

保育所 - - 1,428 961 308 - - 1,428 961 308 - - 1,428 961 308 - - 1,428 961 308 - - 1,428 961 308

幼稚園 536 0 319 - - 536 0 319 - - 536 0 319 - - 536 0 319 - - 536 0 319 - -

認定こども園 63 27 566 364 127 63 27 566 364 127 63 27 566 364 127 63 27 566 364 127 63 27 566 364 127

290 125 - - - 290 125 - - - 290 125 - - - 290 125 - - - 290 125 - - -

- - - 245 53 - - - 245 53 - - - 245 53 - - - 245 53 - - - 245 53

- - 12 49 23 - - 12 49 23 - - 12 49 23 - - 12 49 23 - - 12 49 23

889 152 2,325 1619 511 889 152 2,325 1,619 511 889 152 2,325 1,619 511 889 152 2,325 1,619 511 889 152 2,325 1,619 511

88 ▲ 216 277 17 31 90 ▲ 215 283 57 37 107 ▲ 207 326 53 43 121 ▲ 201 360 72 49 136 ▲ 188 401 93 56

【東側地区】

教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳

408 187 1,044 817 245 407 187 1,041 796 242 398 183 1,019 798 239 390 180 1,002 788 236 384 170 981 778 233

保育所 - - 955 626 212 - - 955 626 212 - - 955 626 212 - - 955 626 212 - - 955 626 212

幼稚園 232 0 193 - - 232 0 193 - - 232 0 193 - - 232 0 193 - - 232 0 193 - -

認定こども園 21 9 285 166 60 21 9 285 166 60 21 9 285 166 60 21 9 285 166 60 21 9 285 166 60

220 95 - - - 220 95 - - - 220 95 - - - 220 95 - - - 220 95 - - -

- - - 80 15 - - - 80 15 - - - 80 15 - - - 80 15 - - - 80 15

- - 12 32 15 - - 12 32 15 - - 12 32 15 - - 12 32 15 - - 12 32 15

473 104 1,445 904 302 473 104 1,445 904 302 473 104 1,445 904 302 473 104 1,445 904 302 473 104 1,445 904 302

65 ▲ 83 401 87 57 66 ▲ 83 404 108 60 75 ▲ 79 426 106 63 83 ▲ 76 443 116 66 89 ▲ 66 464 126 69

【西側地区】

教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳 教育 保育 2・1歳 0歳

393 181 1,004 785 235 392 180 1,001 766 232 384 176 980 768 229 378 173 963 759 226 369 170 943 748 222

保育所 - - 473 335 96 - - 473 335 96 - - 473 335 96 - - 473 335 96 - - 473 335 96

幼稚園 304 0 126 - - 304 0 126 - - 304 0 126 - - 304 0 126 - - 304 0 126 - -

認定こども園 42 18 281 198 67 42 18 281 198 67 42 18 281 198 67 42 18 281 198 67 42 18 281 198 67

70 30 - - - 70 30 - - - 70 30 - - - 70 30 - - - 70 30 - - -

- - - 165 38 - - - 165 38 - - - 165 38 - - - 165 38 - - - 165 38

- - 0 17 8 - - 0 17 8 - - 0 17 8 - - 0 17 8 - - 0 17 8

416 48 880 715 209 416 48 880 715 209 416 48 880 715 209 416 48 880 715 209 416 48 880 715 209

23 ▲ 133 ▲ 124 ▲ 70 ▲ 26 24 ▲ 132 ▲ 121 ▲ 51 ▲ 23 32 ▲ 128 ▲ 100 ▲ 53 ▲ 20 38 ▲ 125 ▲ 83 ▲ 44 ▲ 17 47 ▲ 122 ▲ 63 ▲ 33 ▲ 13過不足

地域型保育（小規模・事業所内）

地域型保育（小規模・事業所内）

地域型保育（小規模・事業所内）

3号

量の見込み

確
保
数

特
定
教
育
・

保
育
施
設

確認を受けない幼稚園

企業主導型保育所

合計

3号
1号

2号 3号
1号

2号
2024年度（令和6年度）

認定区分 1号
2号 3号

1号
2号 3号

1号
2号

2023年度（令和5年度）

過不足

年度 2020年度（令和2年度） 2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度）

3号
1号

2号 3号

量の見込み

3号
1号

2号 3号
1号

2号
認定区分 1号

2号 3号
1号

2022年度（令和4年度）

確
保
数

特
定
教
育
・

保
育
施
設

確認を受けない幼稚園

企業主導型保育所

合計

過不足

2号
年度 2020年度（令和2年度） 2021年度（令和3年度）

2022年度（令和4年度）

1号
2号 3号

2023年度（令和5年度）

1号
2号 3号

2023年度（令和5年度） 2024年度（令和6年度）

2024年度（令和6年度）

1号
2号 3号

2021年度（令和3年度）

1号
2号 3号

確
保
数

合計

3号2号
1号

年度

確認を受けない幼稚園

企業主導型保育所

認定区分

量の見込み

特
定
教
育
・

保
育
施
設

2020年度（令和2年度）
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〇ニ－ズごとの設定区分 

幼児期の学校教育・保育のニ－ズについては、ニ－ズ調査の結果を基に小学校就学前の子ども

を、年齢や保育の必要性の有無などの観点から、以下のように区分しています。 

なお、認定区分のうち 2 号認定については、幼児期の学校教育(幼稚園など)の希望の強さによ

り、さらに 2 区分(教育・保育)に分けて設定しています。 

認定区分 要件 

1 号認定 子どもの年齢が 3～5 歳で、保育の必要性は無いが教育を希望する場合 

2 号認定 子どもの年齢が 3～5 歳で、保育の必要性がある場合 

3 号認定 子どもの年齢が 0～2 歳で、保育の必要性がある場合 

 

≪教育ニ－ズ(幼稚園・認定こども園)≫ 

【1 号】3 歳～5 歳 

【年度】 
2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

① ニ－ズ量の見込み 801 799 782 768 753 

② 合 計 889 889 889 889 889 

確 

保 

の 

方 

策 

幼 稚 園 536 536 536 536 536 

認定こども園 63 63 63 63 63 

確認を受けな

い 幼 稚 園 
290 290 290 290 290 

過 不 足 分 

( ② － ① ) 
88 90 107 121 136 

 

【2 号】3 歳～5 歳(教育) 

【年度】 
2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

① ニ－ズ量の見込み 368 367 359 353 340 

② 合 計 152 152 152 152 152 

確 

保 

の 

方 

策 

幼 稚 園 0 0 0 0 0 

認定こども園 27 27 27 27 27 

確認を受けな

い 幼 稚 園 
125 125 125 125 125 

過 不 足 分 

( ② － ① ) 
▲216 ▲215 ▲207 ▲201 ▲188 
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≪保育ニ－ズ(保育所・認定こども園・地域型保育事業)≫ 

【2 号】3 歳～5 歳 (保育) 

【年度】 
2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

① ニ－ズ量の見込み 2,048 2,042 1,999 1,965 1,924 

② 合 計 2,313 2,313 2,313 2,313 2,313 

確 

保 

の 

方 

策 

保 育 所 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 

幼 稚 園 319 319 319 319 319 

認定こども園 566 566 566 566 566 

過 不 足 分 

( ② － ① ) 
265 271 314 348 389 

 

【3 号】1 歳～2 歳 

【年度】 
2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

① ニ－ズ量の見込み 1,602 1,562 1,566 1,547 1,526 

② 合 計 1,619 1,612 1,612 1,612 1,612 

確 

保 

の 

方 

策 

保 育 所 961 961 961 961 961 

認 定 こ ど も 園 364 364 364 364 364 

地域型保育事業 245 245 245 245 245 

企業主導型保育 49 42 42 42 42 

過 不 足 分 

( ② － ① ) 
17 50 46 65 86 

 

【3 号】0 歳 

【年度】 
2020 

年度 

2021 

年度 

2022 

年度 

2023 

年度 

2024 

年度 

① ニ－ズ量の見込み 480 474 468 462 455 

② 合 計 511 511 511 511 511 

確 

保 

の 

方 

策 

保 育 所 308 308 308 308 308 

認 定 こ ど も 園 127 127 127 127 127 

地域型保育事業 53 53 53 53 53 

企業主導型保育 23 23 23 23 23 

過 不 足 分 

( ② － ① ) 
31 37 43 49 56 
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４．地域子ども・子育て支援事業の事業計画 

 地域子ども・子育て支援事業の各事業とその内容は、以下のとおりです。 

 事業名 事業内容 

1 延長保育事業 通常保育の時間を超えて保育を行う事業 

2 一時預かり事業（幼稚園型） 主に 1 号認定の子どもを対象として、保護者が子どもを見る

ことが一時的に困難になった場合に、幼稚園、認定子ども園

などが一時的に子どもを預かる事業です。 

3 一時預かり事業（幼稚園以外） 保育所、幼稚園、認定こども園等に通っていない子どもを対

象とした一時預かり事業です。 

4 病児保育事業、ファミリー・

サポート・センター事業 

病児について、病院・保育所等に付設された専用スペース等

において、看護師等が一時的に保育等を実施する事業で、本

市では海邦病院で実施しています。 

5 ファミリー・サポート・セン

ター事業（就学児のみ） 

小学生の放課後の預かりの実施等を行う事業です、 

6 子育て短期支援事業（ショー

トステイ） 

保護者が、疾病・疲労など身体上・精神上・環境上の理由によ

り児童の養育が困難となった場合等に、児童養護施設など保

護を適切に行うことができる施設において養育・保護を行う

事業です。 

7 地域子育て支援拠点事業 地域の子育て中の親子の交流促進や育児相談等を実施し、子

育ての孤立感、負担感の解消を図る事業です（現在、宜野湾保

育所をはじめ、8 園で実施）。 

8 利用者支援事業 子ども、その保護者、または妊娠している方が安心して子育

てができるよう個々に応じた相談、助言を行い、関係機関と

のつなぎをサポートする事業です（現在はこども企画課及び

健康増進課で実施）。 

9 放課後児童健全育成事業 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、授業

の終了後等に小学校の余裕教室、児童館等を利用して適切な

遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業です。 

10 多様な主体の参入促進事業 保育所新規設置事業者が円滑に実施できるよう、事業者に対

する実地支援、相談、助言を行う事業です。 

11 実費徴収に伴う補足給付事業 低所得世帯向けに、保育所等での実費（日用品、文具等）に係

る費用を補助する事業です。 

12 乳児家庭全戸訪問事業 生後４か月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、様々な

不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情報提供等を行うと

ともに、親子の心身の状況や養育環境等の把握や助言を行い、

支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供につなげる

ことを目的とした事業です。 

13 養育支援訪問事業 妊娠や子育てに不安を持ち支援を希望する家庭や、積極的に

自ら支援を求めていくことが困難な養育者に対し子育て等へ

のアドバイスをする人等を派遣する事業です。 

14 子どもを守るための地域ネッ

トワーク機能強化事業 

要保護児童対策協議会の機能強化を図るため、関係機関の職

員などの専門性強化及び機関間の連携強化を図る事業です。 

15 妊婦健診 妊婦の健康の保持及び増進を図るため、妊婦に対する健康診

査として、「健康状態の把握」「検査」「保健相談」などを実施

する事業です。 
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 地域子ども・子育て支援事業の各事業の量の見込みと、確保内容は以下の通りです。 

 

（１）延長保育事業 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 1,871 人 1,850 人 1,827 人 1,800 人 1,769 人 

② 確保の内容 3,991 人 3,991 人 3,991 人 3,991 人 3,991 人 

②－① 2,120 2,141 2,164 2,191 2,222 

※認可を受けている市内施設 48 園が実施しているため、0～5 歳の全ての定員数を計上 

 

（２）一時預かり（幼稚園型） 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見

込み 
80,111 人/日 79,879 人/日 78,188 人/日 76,859 人/日 75,239 人/日 

②確保の内

容 
80,111 人/日 79,879 人/日 78,188 人/日 76,859 人/日 75,239 人/日 

② －① 0 0 0 0 0 

※公立幼稚園 9 箇所、私立幼稚園 3 箇所、認定こども園 6 か所で実施しており、ニーズ（量

の見込み）を超える定員数の確保が可能なため、ニーズ分を確保内容として計上 

 

（３）一時預かり（幼稚園型以外） 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 5,117 人/日 5,057 人/日 4,996 人/日 4,922 人/日 4,838 人/日 

② 確保の内容 6,488 人/日 7,688 人/日 8,888 人/日 8,888 人/日 8,888 人/日 

②－① 3,771 人/日 3,831 人/日 3,892 人/日 3,966 人/日 4,050 人/日 

※現在一時預かり事業を実施しているのは 2 園であるが、前年度まで 4 施設での実施であった

ため、4 施設分を目標として計上、ファミサポについては、過去の実績の平均より算出 

 

（４）病児保育事業、ファミリ－・サポ－ト・センタ－事業(病児、緊急対応強化事業) 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 972 人/日 961 人/日 950 人/日 935 人/日 919 人/日 

② 確保の内容 992 人/日 981 人/日 970 人/日 955 人/日 939 人/日 

③ －① 20 20 20 20 20 

※病児保育事業は 1 日定員 6 名となっていることから、6 名×240 日が対応可能であること

から、量の見込みで計上し、ファミサポについては、過去の実績の平均 20 人/日で計上 
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（５）ファミリ－・サポ－ト・センタ－事業(就学時のみ) 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 1,540 人/日 1,542 人/日 1,533 人/日 1,518 人/日 1,516 人/日 

② 確保の内容 1,540 人/日 1,542 人/日 1,533 人/日 1,518 人/日 1,516 人/日 

②－① 0 0 0 0 0 

※過去の実績割合の平均を推計児童数に掛けて算出、マッチングを行うため、確保方策は量の

見込みに対応する形で計上 

 

（６）子育て短期支援事業(ショ－トステイ) 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 33 人/日 33 人/日 33 人/日 32 人/日 32 人/日 

② 確保の内容 33 人/日 33 人/日 33 人/日 32 人/日 32 人/日 

②－① 0 0 0 0 0 

※2019 年度より事業を実施しており、量の見込みと同数を確保内容として計上 

 

（７）地域子育て支援拠点事業 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み - - - - - 

② 確保の内容 8 箇所 8 箇所 8 箇所 8 箇所 8 箇所 

②－① - - - - - 

※確保内容としては箇所数を計上することとなっていることから、現在実施している施設数の

実績を計上 

 

（８）利用者支援事業 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 

② 確保の内容 2 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 3 箇所 

②－① ▲1 箇所 0 0 0 0 

※現在は、こども企画課（特定型）及び健康増進課（母子保健型）にて実施しているが、総合

的な対応が行えるよう（基本型）、もう 1 箇所設置することを目標として計上 
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（９）放課後児童健全育成事業(低学年＋高学年) 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 1,507 人 1,507 人 1,507 人 1,497 人 1,493 人 

② 確保の内容 1,647 人 1,647 人 1,647 人 1,647 人 1,647 人 

②－① 140 人 140 人 140 人 150 人 154 人 

※推計児童数が微減傾向で推移する事が想定されていることから、現在実施している 44 施設

での定員数 1,627 人及び次年度より 1 施設で実施予定の定員数（定員 20 人）で対応が可

能だと考え実施予定も含めた定員数を計上 

 

（10）多様な主体の参入促進事業 

保育所の新規設置事業者が円滑に事業を実施できるよう、事業者に対する実地支援、相談、助

言を行う事業であるが、現時点では新規設置事業者の予定はないものの、計画期間内で 3 箇所の

実施を見込みます。 

 

（11）実費徴収に伴う補足給付事業 

低所得世帯に対して、保育所等での実費（日用品、文具等）に係る費用を補助する事業です。

現時点では未実施となっていますが、対象となる世帯を見込んで第 2 期計画期間の各年度あたり

100 人を見込み対応していくものとします。 

 

 

（12）乳児家庭全戸訪問事業 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 947 人 936 人 924 人 911 人 895 人 

② 確保の内容 947 人 936 人 924 人 911 人 895 人 

②－① 0 0 0 0 0 

※生後４か月までの乳児のいるすべての家庭が対象となることから、各年度の 0 歳児の推計値

を確保内容として計上 

 

（13）養育支援訪問事業 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 29 人 29 人 29 人 28 人 28 人 

② 確保の内容 29 人 29 人 29 人 28 人 28 人 

②－① 0 0 0 0 0 

※過去の実績及び推計児童数の微減傾向を勘案して量の見込みを算出し、その同数を確保内容

として計上 
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（14）子どもを守るための地域ネットワーク機能強化事業 

要保護児童対策協議会の機能強化を図るため、関係機関の職員などの専門性強化及び機関間の

連携強化を図る事業です。 

量の見込み及び確保方策については、箇所数での計上となっており、本市では、様々な問題で

悩んでいる子ども達やその保護者を地域で支援し、守っていくためのネットワークとして「宜野

湾市要保護児童対策地域協議会（愛称：じのーんキッズ安心ネット）」を設置し、支援に取り組ん

でいます。 

 

 

（15）妊婦健診 

 2020 年度 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度 

① 量の見込み 14,009 人回 13,859 人回 13,671 人回 13,483 人回 13,283 人回 

② 確保の内容 14,009 人回 13,859 人回 13,671 人回 13,483 人回 13,283 人回 

②－① 0 0 0 0 0 

※過去の実績及び推計児童数の微減傾向を勘案して量の見込みを算出し、その同数を確保内容

として計上 
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第６章   計画の推進に向けて 

 
 

１．計画の進捗・管理 

本計画を推進していくには、計画に掲げた取り組みを着実に実施するとともに、取り組みの進

捗・管理を行うことが重要となります。そこで把握した課題について検討し、計画を見直してい

くＰＤＣＡサイクルによって計画を推進していくものとします。 

 

Ｐｌａｎ 

（計画の策定） 

 Ｄｏ 

（取り組みの実行） 

・計画の策定・見直し 

 

【宜野湾市子ども・子育て会議】 

 ・計画に位置付けた取り組みの推進 

・取り組みの実行における庁内及び

関係機関との連携 

 

 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

（改善策の検討） 

 Ｃｈｅｃｋ 

（計画の点検・評価） 

・重点取り組みにおける課題の検

討 

・ニーズに即した量の見込みと確

保方策の検討 

 ・計画策定から 4 年間は重点取り組

みについて進捗・管理を行います

（目標値の達成度の確認など）。 

・計画見直し時期においては、全て

の取り組みについて進捗・管理を

行うとともに、評価します。 

 

 

２．庁内及び関係機関等との連携 

計画に位置付けた取り組みを推進するにあたっては、庁内の各課及び教育・保育施設などの関

係機関との横断的な連携が必要不可欠であることから、連携強化に取り組みます。 

また、取り組みの中には制度や法律に基づく事業や広域調整が必要な事業等もあることから、

必要に応じて県及び近隣市町村等との連携しながら取り組みを推進します。 
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参考資料 

 

１．策定の経緯 

NO 年度 回数 審議内容等 日時 場所 

1 
平成

30年 

第１回 

子ども・子育て会議 

①宜野湾市子ども・子育て支援

事業計画に係る量の見込み

について 

②利用定員の設定について 

8月 29日(水) 

15：00～17：00 

市役所 

庁議室 

2 

平 成

30年 

第１回 

宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画

策定作業部会 

①子ども・子育て支援事業計画

概要 

②アンケート調査票について 

③今後のスケジュールについ

て 

12月 13日(木) 

10：00～11：30 

市役所 

多目的会

議室 A・B 

3 

第１回 

宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画

策定検討委員会 

①子ども・子育て支援事業計画

概要 

②アンケート調査票について 

③今後のスケジュールについ

て 

12月 21日(金) 

14：00～15：30 

市役所 

庁議室 

4 
第 2回 

子ども・子育て会議 

①第 2期宜野湾市子ども・子育

て支援事業計画策定に係るニ

ーズ調査票について 

12月 27日（木） 

15：30～17：00 

市役所 

第三常任

委員会室 

5 
第 3回 

子ども・子育て会議 

〇第 2期子ども・子育て支援事

業計画策定に係る諮問 

①第 2期宜野湾市子ども・子育

て支援事業計画策定に係るニ

ーズ調査結果（速報）について 

3月 27日（水） 

10：00～12：00 

市役所 

庁議室 

 

6 

令和

元年 

 

第１回 

宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画

策定作業部会 

〇作業部会の概要、部会長の決

定 

①子ども・子育て支援事業計画

に関するニーズ調査結果概要 

②量の見込みについて 

7月４日(木) 

14：00～15：30   

市役所 

多目的会

議室 B 

7 

第 1回 

宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画

策定検討委員会 

〇検討委員会の概要について 

①子ども・子育て支援事業計画

に関するニーズ調査結果概要 

②量の見込みについて 

7月 11日(木) 

14：00～15：30 

市役所 

多目的会

議室 A 

8 
第 1回 

子ども・子育て会議 

①第 2期宜野湾市子ども・子育

て支援事業計画策定に係る量

の見込みについて 

7月 19日（金） 

10：00～12：00 

市役所 

第三常任

委員会室 
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9 

 第２回 

宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画

策定作業部会 

①量の見込みの算出結果及び

補正の方向性について 

②ニーズ調査結果のクロス集

計について 

8月 16日(金) 

14：00～15：30 

市役所 

第三常任

委員会室 

10 

第２回 

宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画

策定検討委員会 

①クロス集計結果 

②量の見込みの方向性につい

て 

③量の見込みの補正について 

8月 22日(木) 

10：00～11：30 

市役所 

第三常任

委員会室 

11 
第 2回 

子ども・子育て会議 

①第 2期宜野湾市子ども・子育

て支援事業計画策定に係る

量の見込みについて 

8月 27日（火） 

10：00～12：00 

市役所 

庁議室 

12 

第３回 

宜野湾市子ども・子

育て支援事業計画

策定作業部会 

①量の見込み及び確保方策に

ついて(最終決定) 

10月 11日(金) 

10：00～11：30 

市役所 

第一会議

室 

13 

第３回 

宜野湾市子ども・

子育て支援事業計

画策定検討委員会 

①量の見込み及び確保方策に

ついて（最終決定） 

10月 18日(金) 

14：00～15：30 

市役所 

第一常任

委員会室 

14 
第 3回 

子ども・子育て会議 

①量の見込み及び確保方策に

ついて 

10月 23日（水） 

14：00～16：00 

市役所 

第三常任

委員会室 

15 

第 4回 

宜野湾市子ども・

子育て支援事業計

画策定作業部会・

検討委員会 

①基本理念の整理 

②各施策内容等の確認 

③現計画との変更点について 

 

11月 21日(木) 

10：00～11：30 

市役所 

第三常任

委員会室 

16 
第 4回 

子ども・子育て会議 

①基本理念について 

②計画の基本的考え方につい

て 

③計画の基本目標について 

④施策の体系について 

11月 29日（金） 

10：00～12：00 

市役所 

庁議室 

17 

令 和

２年 

第５回 

宜野湾市子ども・

子育て支援事業計

画策定作業部会・

検討委員会 

①施策の内容について 1月 15日 

14：30～16：00 

市役所 

多目的会

議室 A・B 

18 
第 5回 

子ども・子育て会議 

①施策の内容と重点項目につ

いて 

1月 24日（金） 

14：00～16：00 

市役所 

第三常任

委員会室 
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19 

 第６回 

宜野湾市子ども・

子育て支援事業計

画策定作業部会・

検討委員会 

①第 2 期子ども・子育て支援

事業計画素案等について 

 

2月 12日(水) 

10：00～11：30 

市役所 

第三常任

委員会室 

20 
第 6回  

子ども・子育て会議 

①計画素案の意見について 2月 19日（水） 

15：00～17：00 

市役所 

第三常任

委員会室 

21 答申 
第 2期子ども・子育て支援事業

計画案答申 

3月 2日（月） 

14：00～14：30 

市役所 

市長室 
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２．策定の体制 

 

 

 

 

庁内検討体制 

宜野湾市子ども・子育て会議 

（有識者、関係団体等） 

 

市民・ 

団体等 

 

こども企画課 

基礎調査内容、量の見込
み・確保方策等について
の提言、計画案等につい
ての提言 

意識調査結果等の報告、
量の見込み・確保方策等
についての提案、計画案
の提案等 

代表参加 

意識調査
の実施 

意識調査へ
の回答 

事務局 

関係各課 
コンサルタント 

意識調査の設問
項目及び調査結
果・量の見込み・
確保方策・計画
内容等の確認及
び作業指示 等 

意識調査の項目
提案及び調査結
果の報告、量の見
込み・確保方策等
についての提案、
計画内容等の提
案、会議運営補助 
等 

参加 

市 長 

諮問 答申 

検討委員会 
（課長クラス） 

作業部会 
（係長クラス） 
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○宜野湾市子ども・子育て会議条例  

平成 25 年９月 30 日  

条例第 28 号  

(趣旨) 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法 (平成 24 年法律第 65 号。以下「法」

という。)第 77 条第１項の規定に基づき、宜野湾市子ども・子育て会議 (以下「会

議」という。)を設置し、その組織及び運営について必要な事項を定めるものと

する。  

(所掌事務) 

第２条 会議は、法第 77 条第１項各号に掲げる事務を処理するものとする。  

(組織等) 

第３条 会議の委員は、15 人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱

又は任命する。  

(１) 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者  

(２) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者  

(３) 子どもの保護者  

(４) 教育関係者  

(５) 関係行政機関の職員  

(６) 公募による市民  

(７) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者  

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。  

３ 委員の再任は妨げない。  

(会長及び副会長 ) 

第４条 会議に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。  

２ 会長は、会務を総理し、会議を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。  
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(会議) 

第５条 会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。  

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。  

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。  

(関係者の出席等 ) 

第６条  会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、

その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。  

(庶務) 

第７条  会議の庶務は、子ども・子育て支援に関する施策を所掌する課において

処理する。  

(委任) 

第８条  この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、市長が

別に定める。  

附 則  

この条例は、公布の日から施行する。  
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第２期宜野湾市子ども・子育て会議　委員名簿

任期：平成30年８月29日～令和2年８月28日

氏名 区分 所属 役職 備考

1 上地　武昭 学識経験者 沖縄大学 教授 委員長

2 岡田　洋代 学識経験者 福祉推進部 部長 副委員長

3 砂川　麻世 学識経験者 沖縄女子短期大学 教授

4 渡久山　慎二 子育て支援従事者 宜野湾市認可保育園長会 代表

5 國場　福太郎 子育て支援従事者 宜野湾市私立保育連絡協議会 代表

6 谷成　悟 子育て支援従事者 沖縄県私立幼稚園連合会　 代表

谷畑　誠
任期
(H.30.8.29～R1.11.28)

志良堂　雅之
任期
(R1.11.29～)

8 比嘉　健 子どもの保護者 保育園保護者会 代表

9 金城　智子 子どもの保護者 手をつなぐ親の会　 代表

上江洲　隆
任期
(H30.8.29～R1.7.18)

仲田　丘
任期
(R1.7.19～)

11 甲斐　達二 行政 教育委員会指導部 部長

12 知念　徳子 公募 市民 代表

13 大城　周子 その他 宜野湾市自治会長会 代表

14 仲村　義明 その他 宜野湾市商工会 代表

松田原　昌輝
任期
(H30.8.29～R1.7.18)

名嘉眞　正明
任期
(R1.7.19～)

7 子育て支援従事者
宜野湾市学童クラブ

連絡協議会
代表

15 その他
日本労働組合総連合会

沖縄連合会
代表

10 教育関係者 はごろも学習センター 所長
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職名 氏名

1 委員長 福祉推進部次長 宮城　葉子

2 副委員長 教育委員会指導部次長 川上　一徳

3 委　員 教育委員会指導部指導課長 與那嶺　哲

4 委　員 福祉推進部子育て支援課長 香月　直子

5 委　員 福祉推進部児童家庭課長 浜里　郁子

6 委　員 福祉推進部障がい福祉課長 津島　美智子

7 委　員 福祉推進部生活福祉課生活支援担当主幹 棚原　佳乃

8 委　員 健康推進部健康増進課長 仲里　美智子

9 委　員 市民経済部産業政策課長 新垣　育子

10 委　員 教育委員会教育部生涯学習課長 島袋　喜美恵

職名 氏名

1 部会長 子育て支援課　保育児童係長 山城　隼人

2 委　員 こども企画課　こども育成係長 玉城　学

3 委　員 子育て支援課　幼稚園係長 村山　理絵

4 委　員 障がい福祉課　自立支援係長 仲里　克也

5 委　員 児童家庭課　児童家庭係長 島袋　尚

6 委　員 生活福祉課　生活支援担当主査 　西　英理

7 委　員 健康増進課　すこやか親子係長 浦崎　朋子

8 委　員 産業政策課　雇用労政係長 佐喜眞　隆司

9 委　員 教育委員会　指導課　指導主事 兼次　順子

10 委　員 教育委員会　生涯学習課　社会教育係長 前底　悦子

第２期宜野湾市子ども・子育て支援事業計画策定検討委員会　委員名簿

第２期宜野湾市子ども・子育て支援事業計画策定作業部会　委員名簿



 

 

発行：令和２年３月 宜野湾市 福祉推進部 こども企画課 

〒901-2710 沖縄県宜野湾市野嵩1-1-1 

098-893-4411（代表） 
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